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1920年代ソビエト農村社会のー特質について

一一農家不分割政策の問題を 通 し て 一 一

松井憲明

〔ーJ，細分された小地片の耕作とそのもとでの近代的な農業改良の適用の

排除は，農業生産力上昇の要請と矛盾するものとして，かつてマノレクスによ

って大規模な土地耕作が必要とされたところの根拠であった。エンゲルスも

のちに，社会民主党による政治権力掌握が目前に迫ったとの判断のもとで，

権力獲得後に小農の分散した個別経営を協同組合的大規模経営に導くと述べ

た。農民小経営のこの細分性，分散性は， 1920年代末にソビエト政権のもと

で‘現実に農業の集団化が行なわれようとしたときも同様にーーとはいえ，こ

のときはもっばら都市および工業が要求する商品穀物増加の要請と矛盾する

ものとしてであったがーーその必要性の主たる理論的根拠のひとつとなった。

この点で，スターリンが1927年末以降の穀物調達危機のなかでその客観的要

因を強調すべく，かのネムチーノフの統計表に依拠して，農家の細分性と低

い穀物商品化率とを関連づけようとしたことはあまりにも有名である。しか

し，ソビ、エト農村におけるこの細分性は小経営の細分状態一般ではなく，そ

の当時において増大しつつあり以後もいっそう激しくなる傾向を予想された

ところの動的過程として存在していたものであって，すなわち具体的には農

家の分割(分家〉とそれに伴う農地のますます進行する分割を意味していた。

本稿の目的は，この農家の分割と20年代のソビエト政府の農家不分割 (I-!e-

却 06HMOCTbKpeCTb兄HCKHXX03叫 CTB)政策とを検討し，ソビ‘エト初期農村社

会の特質を探ることにある。以下問題提起の意味で述べてみたい。

1) rマノレグス・ェンゲノレス農業論集J(大内力縦一訳)，岩波文庫、 50-'-52ベージ。

2) 向上， 174-179ベージ。
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3) 11. CTaJlIfH， CO'lIfHeHlffl， T. 11， CTp. 83-90.根拠の「ひとつ」と述べたの

は，他方でコノレホーズ建設の必要性が「クラークによる穀物調達のサボタージュ」

との闘争とL、う脈絡においても主張されたからである(たとえば， TaM )Ke， CTp 

4-5.)。この論拠と本文で述べたそれとが矛盾するものであることはすて、に示唆

されている(レーヴイン「ロシア農民とソヴェト権力~ [荒岡洋訳J.166ベージ〉。

4) CM. TaM )J(e， CTp. 179. 

5) 以下の叙述において，革命前の農民層分解とそこにおける分家の問題性を検討し

た筆者の試論 (r農業経済研究」第47巻第3号， [1975年〕所収〉が下敷となって

いる。併せて参照されたい。

〔二]， 1917年に始まるロシアの農村革命 (arpapHaHpeBOJJ即日開〉 は，地

主所有地等を一掃ずるとともに，農民社会の経済的同質性を著しく強化し，

あるいはそれを創出した。この過程はしばしば，多くの点で極めて不正確に

も「中農作 (cepe，n:HH'lHBaHl1e).Jと呼ばれたが，そこにおける農家移動の特

徴は，たんに農家の経営規模の平準化唱すなわち半資本家的な農業経営，と

くに辺境における資本家的大経営が解体L，土地のなかった，あるいは少な

かった農家にそれが分配されたという点にだけでなく，家族の大きさと者接

に関連した経営規模の平準化，すなわち農家の経営規模とその家族の大きさ

の「照応 (COOTBeTCTB即日が著しく強まったという点にある。その家族人

員の多さにもかかわらず経営が小規模か，あるいはそれを営んでいなかった

農家，反対に大きな経営を営んでいた小家族の農家，これらの「標準的でな

い (HeHOpMaJJbHble)J農家はいたるところで減少し，その結果，統計上では，

経営規模別の上級の諸群はその平均的家族員数を増やし下級の諸群は全体

として小家族化したようにあらわれた。しかもこれらの現象は，農村革命の

過程で土地の再分配が共同体の割替機構を利用し，口数，働き手等を割当単

位として実施されたこととも関連するが，同時にその過程で共同体の構成単

位たる農家世帯(，n:BOp)自体のあり方が深刻な変動をこうむったことをも反

映していた。すなわち農村革命は旧来の家父長制的大家族の体制を復活せず¥

分家の異常な激化を導き，こうしてロシア農民社会の「伝統Jの一角を致命

的に掘り崩したのである。ロシア農村の諸事情のもとで比較的大きな家族の
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第 1表農村革命期における農家の小規模化

農家 1戸当り 農家 100戸当

家族員数 l播種而積 り役馬頭数

11917年 6.1人 4.2且ec 133.3 
ソ ;塩

1920 5.5 3.2 106.2 

11917 6.1 4.3 139.1 
ロシア共和国 11920 5.6 3.2 109.6 

J 1917 6.0 3.7 102.4 
ウ ク ラ イ ナ 1920 5.2 3.4 91.1 

J 1917 6.3 3.3 116.3 
ベロロシア 1920 5.5 2.3 84.0 

資料:C60pHHK CTaTHCTWleCKHX CBe且四日員口oCOlO3y CCP. 1918-1923. M.， 

1923， CTp. 107. 

農家はしばしば「大J経営であったから， r中農化」なる過程は，これらの農

家の分家の単純な結果という一面をもっ。農村革命を経て農家と農地は決定

的に細分化された(第 1表参照〉。その結果， r個別的農家経営は一団となっ

て小規模化，均一化し，労働，農具および家畜の低生産性と L、う小農業の否

定的特徴のすべてを一様にした。このことは1916年と 1921年とで役馬 1頭当

り矯種面積が 5分の l以上減少したことにより示される。男女の働き手 1人

当り労働量をもし正確に評価できるとすれば同じことがし、えるであろう。播

種面積減少の結果として労働生産性は低下した。土地と生産諸手段はより多

数の農家単位に分散し，より不合理に利用された」。

1) A. Xpll山 eBa，fpyI1IJOBOI-I COCTaB KpeCTbllHCTBa rrOCJJe peBOJJIOUHH (0可epK)，

一一 <(3KOHOMWleCKoepaCCJJOeHHe KpeCTbllHCTBa B 1917 H 1919 rr.?， 

M.， 1922， CTp. 9-19.だからフリャシチョーヴァ(旧ゼムストヴォ統計家，当

時ロシア共和国[のちのソ連邦〕中央統計局農業調査課主任〉がこれらの過程を

特徴づけて，農民の「階級的構造が崩壊した」とか「農民の階級的構成の性格が

弱まった」と述べるとき，そこには，農家の播種面積が革命前に比してますます

家族の大きさに依存するようになったという意味もまた含まれている(とくに，

OHa )Ke， KpecTbllHcTBO B BOI-IHe H pe80JJfOUHH，てBeCTHHKcTaTHcTHKH>， 

1920， ~o. 9-12， CTp. 37-38)。この側D'ITは彼女の農村平命論をより全面的た

らしめたメリットであったとともに，後述のごとく([四]fn'i註(11)参照〉ここには
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チャヤーノフらの影響も見出される。

これらの現象会玉沢すフリャシチョ…ヴァの統計が中]Jliiよ疋Eもにより紹介されてい

る〈苅氏「新経済政策下(7)経済逃筏J，宇野弘後段修‘議餓

第2巻， 1975年， 319-321ベ…ジ，参疑〉。

3) タンボフ漆そん、ンャンスグ一部ヴィザャ…チノ;村の民俗学治研究のなか℃、クノレ:ピ押

γ7.カヤfr，‘史が述べているところによれば，この村における「大震の分淡ぷま1918

年秋から1921匁にかけて起った(この待溺はちょうどそんシャシスク著作の「グラ

ータ主義滋jからアントーノフ級紙の綾終的金主任にし、たるi時期に一致する〕。その結

iおこれまで‘外延的tこ拡大してきたこの村の近くにひとつの分村(IlOCελOK)が

形成された。 1918年から1930年までtこ差是家数は375戸から487戸と約30%増加した

が，増加分のうち相当数が上i患の待期に燐したで議ちろうくn.KyuIHep (OTBeTCT・

P母且.]， Ce.710 BHP克THHOB llpOUMO羽 狩 HaCTO珂m日M.，".1.， 1958，むTp.205)。

幾村総長性期における分家の巽常な橋大〈ポリシャーなアの言李総によれば，年平均

分言語率は. 1911，-14年会t1“7%. 1914-17年が0.3%であったのに対し， 1917--20 

王手は3.3%)の療関として， 戦争から縁遠しすこ幾民兵オコの要求? 本命郊における

家父長約機威の失隊等をあげうるが (T.Shanin， The Awkward Class， London， 

1972， pp. 157--158)，より根本的には，農村寺主命tこいたとJロシア近代の農民渓動

の漁獲て、大さな役割を険機じたであろう幾村青年にとって，そもそも反地主!認やと

分量誌のための ri!!:代間の威令 C60pb6aI10Ko.nefIHH)Jとが切り離しがたく結び

ついていたとしづ毒事情こそ重要で、あろう。 f行政当局に対する反逆の行為のなか

には多いましば彼らの親，年長老の権威に対与する反逆の行為が隠されていた」の

である(J.Mavor， AロEconomicHistory of Russia， 2-pd ed.， vol. 2， N. Y.， 

1965， p. 267)。 したがって p シア資本主義が農民のあいだに定翁、させた「個

人主義的鎖向」ーーしかしこれは後述するように多必ず、しも小商品会践者のそれ

ではたいーーの廃史的ぶ完了逆倣;ぞれがをた皮地主制の闘争と結びっくことによ

りロシア資本::l=.畿の康総に寄与するという絞史的逆説，これらのことを淡村革命

鶏における分家の展隠のなかに認めることができるように思う。

め この点寸?細分fとのJn芸大評lll!iてど繰りかえし淡めている現代ソ連史家ダニーロブ氏の

見解tこ熱}もておく必望書があろう。第一に氏は幾村本命における土地細分化に対す

る反対傾向，すなわち差是民的土地所有の会議大を綴織する。第二に氏は1920年代合

通レて農家 1戸当りの土地干IJfi討が減少しなかったこと争議議ナる(以上，たとえば，

B省よ[珪終は.7l0B.3εMeJlb討bl合OTHomeHH耳 BCOBeTCKO設立OKO耳X03HO詰瓦epeBおξ，

一一くI1CTOplHICCCP:>， 1958， No. 3. CTp. 94-95)。第三に氏は2ゲザ同一ヴ

アの研究 (K.ra総 pOBa，CT3TJfCT別抗KIi在日CTO'lHHKH0 ，lf，P06，1JCHHH I<peCTb-

!lHCKHX X03!1品CTBB 1921-1929 rr. ，--，~'l1cTo可H!mOBe ，lf，eHlie HCTOpHIi 

COBeTC!<oro o6mecT路)>，日bIn. ll， M.，1968，その他)に拠りつつ，農家の

細分化がiJとして詳号事汲分化の基本的役終(ツビエトのもとでの rr:t農J
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ョたなるもの〉合谷廷するものではなかったとする 〔ゑ兵器抗日川OB，OC波OBヨbl在

日TorHH詩語I1paB，1在日HHH3Y'l告はIl克 CO日eTCKoro!{p吉CTb琵符CT話器，ー〈汀pOOJIεMbl

arpapHO抗 HCTOp災HCOBをTCI<orooOluecTBa>， たし 1971， CTp事 229-230)。

しかし季第一のJiについていえば，民は革命首IJ1:乏の農家の分与地所有部積雪ど比較

しているが，ro:警警なことはその経常'競撲の綴小にこそあり，すなわち，革命前に

とって事実k拡張されてL、た農家の絞営こそが大量

に分綴されたという点にある令務ニ，第三のJ去についていえば，これらの現象は

王子仰における分家後の幾家の絞笠~!ll;大の務きをも反映するもので、あって，他方で

の線分化の過程と矛燃するものでなく，tJしろ主義務を前援するものであるc 尽の

おそらく，スターザン・ネムチーノフ表iこ対する氏の批判的評

締がある。しかしその批判のためにはよち立ちいった分析が必要なのではなかろ

うか。

5) フリャシチョーグ7の設業(L. Volin， A Century of Ru鉛 IanAgricu 1 ture， 

Cambridge， 1970， p. 139より引用〉。とはいえ，このことは，彼女も述べている

ように，農民経済が問給的現物経済?こ渓ったことた決して主主旅しないCXp5!m開設，

KpeCTbl1HCTBO.. .…， CTp. 40)。この点でスタ…ワ γ ・ネムチーノフ

盗かに過大評価してし、る。それによれば，第一次世界戦争箆前期と 1926/27匁と

はいえ組I校長をに対する最長村外 (B問えをP宕BeHCK目的流通部

分の比とされているーーは，それぞれ26.036および13.3%とされ，あたかも主主命

を総て爵品化彩が半減したかのごとく掛かれてし、9 (CT邸側， YKa3. CO'l.， CTp. 

85 ; B.He1;!'1HHO君， vl3opaHHb!eロpOH3B号1{eHHH，T. 2， CTp. 107)。しかしカ

チによればこの統計は洋科学的であり，戦l誌の数宅診は実は差是村外のみならずその

内部をも含めた縁、流通部分の比をあらわすものマあって，比較のためには1926/

27年に関してもこの総流通郎分をと らない(J. Karcz， 'Thoughts 

on the Grain Problem，' Soviet Studies， vol. XVIII， l'ミ訂.4， (1967)， pp.403 

-4(4)o1926/27王手において穀物叡絞澄ぷ7，839，200トン，総流滋部分 (TOBapH3珂

'13CTb) は1，624，300トンであったから，商品化率以 20.7%でなければならない

(CTaTHCTH守合CKH詰crrpa吉G可行総記 3呂 1928， 1¥1け 1ヨ29， CTp. 280 ; Karcz， op. 

cit.， p. 408)。しかも，農村内流通部分は統計的に必ずしも充分に抱擬されえなか

ったから (E.H. Carr and R.羽人 Davies，Foundations of a Planned Economy， 

VoL 1-n， Londoll， 1969， p. 916)，こ も過少のものとみなす必要があろ

う。

〔三J.ソピニL ト政権は，農家のこの細分化の規制jにいちばやく着手したが，

しかしネップの到来とともに、内戦により揺壊した農業生産力の嫡援を誌か

るべく，現存の土地憐行をゑ絡して嫌疑的土地利用を強化する政策に移行し
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た。ネッブ初期土地法の集約たる1922年款の P ジプ共和国土地法典において，

その第一議 (4aCTb1 )第五部 (Pa3)leJlV)が農家役帯に関する諸規定にあ

てられ，その第二章〈第73~84条〕のなかで、農家の分家も去的に承寵された。

ほぽ成文{I::L，農家が利用す拘る士気!!"財産の家族的…体

すなわち家挟的所有会認め(第67条)，分家も家主こ「農家世帯全体の共同

利用のもとにあること地と

で鱒罰的利用のもと

〈性および年齢を関わず〉のあいだ

ること」と定義された(第73条〉。

もちろん政府は農地分割に対するその否定的評価を変えたわけで、はない。

，ソピエふト政権は家誤的所有を強化することにより間接的に分家主f制

しようとした。土地法典は農家成員偶人の利用する財惑を分割から排除し

たが，それについては彼〈女〉個人の金銭マ取得されたことが証明されねば

ならなかった(第77条〉。ロシア共和鶴最高裁はこの点でさらに進み，家族全

体の料用する財産は，たとえそれが個々の成熟の取得したものであっても，

他の共同財産とともに分割されると説明した;通常農家では滞積は共関

(oom;HH KOTeJl)で行なわれ，核家族の (OT)le.JJbHbI的主人が繋社事に

就いている場合ですらそうであるつこれらの収入が核家族ごとに(OT)le品目的

貯えられるところでは，複合家族の燦家は分解するムしたがって，成員錨人

の賞稼ぎ〈の成果〉すら家族全体の財蕊とみなそうとする詣詑の政策は，分

家の動機令奪うことによってそれを間按的に鎚摂し，家族的所有の「部外J

〈シン〕としての分家の性格を強めることとなった。第ニに，土地法典は分

家に対する直接的制限策を綴定したの第九条は，農地分割の許されうるのが

「飽出する幾探求員が分離されたこと地で新しい農業絞営をつくりあげる問的

とその可能性がある場合のみjで、あるとし，さもなければ土地はもと

にとど:まり土地以外の家践のみが分裂されるとし〆た。第75条は分家宅ピ要求し

うる成員の雑習を限定し，それを，なんらかの形〈労働もしくは金銭〉で2

輪作期間以上農家経替に関与した18:::t以上の者だけとした。郷執行書委員会へ

の分家の登録制jも定められ〈第78条)，法に反する分家の裏表録をど委員会誌掠否

できるとされた〈第79条〕。さら の零綿花 (113M佐川可aHl1e)

ヲ俳
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を防ぐための諸措置を定め(第五部第三章)，県執行委員会が分家に際しての

農家の零細化を制限する義務的決定を公布できるようにし，その|祭，各県の

事情を考慮して農業人民委員部が農地不分割jの基準を決定するとした(第85

条〉。とはいえ，ネップ初期におけるこのような直接，間接の分家抑制策は，

農民の自発性と慣行の承認をひとつの主要な原則とする事実上の放任政策で

あって，農業重視の政策的基調のもとではそうならざるをえなかったように

思われる。さきの間接的規制も慣習法上の農家の枠内でのそれであり，個人

財産の認定に関しても土地法典第77条は同時に「地方の慣習」を考慮するよ

う規定していた。第二章も，第三章との整合性が問題とされた(註伸を参照〉

とはし、え，全体として宣言的な性格が強く，とくに重要なのは，農地不分割

の基準が決して全農家にとり一律に拘束的なものだったのでなく，農家は自

己を不分割の農家とするかしないかを自由に決定できたことである(第86条〉。

しかしこの放任政策は長くは続かなった。政策転換はここでも， 1925年末

から1926年春にかけて確立された国の経済政策の農業から工業への重点の移

動と関連していたで、あろう。展開されつつある工業化は増大する商品化穀物

を要求し，農村革命から生れ出た農業構造はこの要求に応えねばならなかっ

たっこの農業構造が小商品生産者(小ブルジョアジー〕を主たる生産の担い

手とするものと把えられる限り農業生産の見地からする大経営の小経営に

対する優越の原理は自明のこととして一義的に適用可能なものとされたから，

絶えざる農地の分割はまさに「現代の呪われた問題作pOKJIHTbI負BonpocCO-

BpCMeHHOCTH)Jであった。現実には分家は，ネップ開始以後，緩慢ながら着

実に減少していたのではあるが(第 2表参照)， こうした状況の変化のなか

で1927年以降，行政的方法を要とする規制策が展開する。

ロシア共和国司法人民委員部および農業人民委員部共同の1927年 3月30日

付訓令「勤労食業経営(農家世帯〉の家族・財産分割の実施について」は，

この点で画期をなした。それは第 1条において農民に対する国家的要請を明

確に表明し，1農民経済の強化とその商品化率の向上jのために農家の「耐久

性と安定性 (npOqHOCTb H YCTOj;'IqIIBOCTb)を破壊する勤労農業経営の不適当
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資料:CTaTおCT削 eCKH員 crrp註器OQHHKCCCP. 1927. M.， 

1927， CTp. 65. 

な分割jを防止，減少さぜることを劉!令の怪務と定めた。それは土地法典の

「説明」という形式合とりながら，内容的にはたんに法典の諸規定の鱗様化

ばかりでなく，その祷廷，鵠限の強化，さらには原狸上の転換をも意図する

ものでおる。調令は第一‘に，農家の分割に関する土地法典の当該条項を厳密

生した。ぞれは，農地分認を伴う分家が認められる条件〈法典第74条〉をよ

り厳格にし，新しくつくられる農家が「自立的Jであり J経営能力ある(iKH3一

段係OC06HbI的安定した農家J たるべきことな強調し， それ会可能とする

ほど「本家 (OCHOB間政，UBOp)Jに充分な土地と幾兵が存夜することを必撲の

条件とした(第 4条〉。土地法典では簡単に規定されていた分割のニつの方式

は，今述べた諸条件がある場合の f勤労農業経営の分裂jおよび新たな農議

経営の形成を伴わない f農家財産の分割Jとして，それぞれ明確に定義され

た(第 3条〉。しかも，いずれの方式が瀧用されるかの判断は農民の関与なく，

ただ鍔土地委員会に委ねられるべきことが拐記された(第 6条〉。第二に割iI令

は，土地法典には存在しない新しい規定合追加した。労畿能力なき恋人その

他の言警は「分割Jも「分記j も一切担否された〈第 S条〉のまた，

能だが共i苛の経営は可能である場合の住語と家財道具のみの分配なる新銀~É支

が導入された(第 7条〉。第三に百JII令は分家に対する行政的介入を強め，分家

規制における任意主義の原則を大きく後退させるものであった。この点は，

すでに触れた第 6条のほか，農家が自己を不分欝と決定すべく土地務機関が

煽勤務畿を義務づけられたこと〈第2条〉や分家の霊堂録制が強位され

たこと(第31条〉にもあらわれていたが，さらに農家の分割j議穣それ街体へ

の行政の介入も企図された。すなわち訪日令第26条は土地委員会に対し，分家

ゆ

争"
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に際しての農家成員の財産持分(.n:OJl5l)を変更する権限を与え，しかもこの

場合，各成員の労働もしくは金銭による経営への関与の期間および量が考慮

されるとしたのである。とくに重要であったのは，土地法典(第88条〉では

自己を不分割の農家と決定した農家においてのみ行なわれるとされていた他

出者に対する補償，すなわち土地を除く家産に対する他出者の持分の現物な

いし金銭による支払い (5年以内〉が，前記の「農家財産の分配」の場合に，

したがって農家の自発的決定に拘束されることなく農家一般に適用されるこ

ととなった点である(第29条〉。これらの規定は，農家成員の家産に対する平

等な権利をその根幹とする家族的所有を著しく侵害することとなり(し、わゆ

る「隠蔽された優先承継J)，こうして訓令は，その外観にもかかわらず¥事

実上，土地法典からの原理上の転換を果そうとするものであったといえる。

訓令に表現された分家規制強化の方向は，その公布直後，全連邦的にも承

認された。第4回ソビエト大会は， 1927年 4月，r土地利用の大なる安定性を

確保し，……農業の今後の発展にとり著しい脅威となる農家細分化および頻

繁な割替に対する規制作pOTHB)措置を強化する必要」に政府が「特別の注

意、」を向けるよう決定した。のちの集団化のなかで忘れられたとはいえ20年

代末ソビ、エト土地法の基本思想、を体現する1928年12月の「土地利用・土地整

理一般原則 (o6~He HaqaJla 3eMJlerrOJlb30BaHH耳目 3eMJleycTpo鼓CTBa)J も，

その第13条において「連邦諸共和国の立法によって，勤労土地利用の不可欠

の安定性を確保する……諸措置が規定されなければならなし、」として採られ

うる諸措置を列挙したが，その冒頭に「経済的諸措置，とくに他出する農家

成員に対し農家の不可分財産中の彼らの持分の補償を支払うため農家に融資

を組織することを通じて，同様に不分割の基準を確定することを通じて，勤

労農家の法外な細分化を防止すること」を挙げた。

しかし，こうした規制策にもかかわらず，現実には，先行する時期におけ

る農家分割率の減少傾向は， 1927-29年において，ロシア共和国において年

平均 3%，ウクライナにおいて 2.4%と逆に増大傾向にとってかわられた。
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。主主人 Shinn.， Jr. 'The Law of the Russian Peasant Household.よSlavic1ミevIew，

vol‘ XX， No. 4. (1961)， pp. 612-613.この点は， rJ918王手?と荒れ狂った〔地

主農緩やブートノレ，オートノレブ経営の m 一一号

(CTHXH百万 i江主守するポノレシェヴイ

分鱗(.lleJIe}!(Ka)と製殺の嵐

らには原烈約禁止の政策

(CM. A. M羽TpOφaHOB，P印 OJl!OQHOHHoe3母M出 bHO記 3aJW印刷Te，1bCTBO

1917-1920 rr.，一一くCeJlbCKO-X0351詰CT岳部Ha豆 )KH3Hb>， 1922 .No. 7. CTp. 

12)とも関巡するが，縁家の分君事jぞれ自然については以下のぷが指摘されうる。

まず，二三ス・品ノレ土地?士会化総領の法文化fよる 1918'寺2Jlのf土地社会イヒJi公〈保

問孝一Irp シア革命とミ…ノレ共i母体ふ1971王手，第3主主総 1-2節，参照〉は，土

地と家康の分割について一切規定せず婁第39~決備考において，京協和j用の機本IJが

れ、かなる方yt:ニによっても，し、かなる考詩情があってもj総統されえないとした

(C. Y.， 1918，子守合.25， CT. 346)。ついで1918年4月27日付「務統廃止」訟も

また，農家の家産分割?と触れることなく，ただ第 g糸において 9 農地以外の利熔

擦について〈幾地については fJニ地社会化j法の競廷によるとされた〔多彩?条備

考J)，遺産会ミ 1万/レーブノレを越えずヘとくに農家の{畑地，家財道具および生産

言苦手段から成る場合.努G線道雪および特定範囲の線族tムその矛IJJij椴を認め，こう

して現3々とおそらくは屈辱的に妥協した。しかしこの場合でも造建は相続される

のではなく，利用金f認められたミ警の行~般的管破l .処分(JleロOCp日且CTB聞 HO合

yぉp昌s，1在日日日IlpaCl10plliKeHae)JのもとiこおIJ'*もるとされ主ニ (C.Y.， 1918， 

No. 34， CT.45心。前政権時代に24いて議;援米終叩[-であっ?こ約続および財産分針j

に関する訴訟についても，司法人民委員:31~および農業人民委長i郊の問状によって，

不動感に関しては県土波部の決定により中止され，磁波部分のみが f総統際II二」

法の燈2をにもとづしゾc処耳Rdれるとされたくc.Y.， 1918， No・9CJ，CT. 917)。

分家がともかくも広い意味での格統であった (A. JIeo前日目， KpecTbllHcKoe 

npaBO，れ3.ll.2-ε.C口5.，1914， CTp 326)こと安考えるならばーーなるほど家

族的所有の潔論にあっては相続は起こりえないとはし、え，混焚はこの滋論の「錦 、
外J~多々設けたー，これらの核命政府の諸政策のなかに，現実の挙終な無視

とそれをど支える滋怨主義的「ユ{トピアj という-TIõ~指摘で、きるように思う。

ヂャヤーノフが『わが兄弟アレクセイの農民品ートピアの鼠への旅Jのなかで諮

った f1921年10月27認jの家族廃;・止法の物語は，単なる「ユートどァJでなく，

うした存主命初黙の雰囲気を的確に抱えたものといえる (Oeuvres choisies de 
v 

A. V. Cajanov， vol. 3， p. 92)。

わ 筆者が利用したテキストは 3eMeえらHbl註 KO.llεKC PCφCP と註丘中aBHTHO吋

ロpe瓦浜吉THblMyKa3aTe，1配氏 113.lla聞記 0φやHQlI:MhHO苦手お~.， 1923.である。な

お主主要部分のー支)1iJ{孔保問，前掲善幸， 32ト 3什とージにある。

3) 均年命前，機溜法における分室誌は F農家没者?の成ぬおよび対法が二つないし登子の



1920年代ソピ Jご松井 303 (963) 

!33Lした農家，すなわ'l?新しL こと，もしくは現存のf投手警からそ

の諸部分が自立

時間CKoe3服 ejjbHO吉区paBO，M.， 1914， CTp. 219-220)。土地法然が演習法と

決定的に奥なるのは， t変革号においで女子は家康分簿jから排除され時ていた点である

(Shaniおき op.cit.， p. 226)。

ヰ) E. LJ:oM6po日C紅白詰， Kp合CTb耳目CKI1詰 A詰Op 詰 ce駁el%Iw-I1Myrn;ecT間波紋bl邑

pa3，lleJrbl，113丸 2-'e，M.， 1926，cTp. 15. 1927王手3月30隠の認Ii令はこの点を

さらに厳格にした〈滋15，16~決〉。 というのは，それは分家に際し作成されるべ

(OI1l1Cb)に，家族成員の反対があっても，全財産を記載することと

し，その例外としては僅かに，農家成災鱒人が自分の金で終入し，かつ彼

自身が常時 h 設般的に使用じていた然活用具しか認めなかったからである。

5) M. KyoaHI1H， KJllJCCOB義貸 cyrn;HocTbnpo~ecca 互poõ耳切1111 KpeCTb尭HCKHX

X0311IICTB， N仁 192弘 CTp56. なおコドさとに引用したものは，後述の共立主主義ア

ヵダミー法・間家部会のアンケート調3析に支守するヴフ宇田ーネ

関空事である。

6) 例外をなすのはブ…トノシ，ホ…トノレブであっ，ょこれらの燦後にとっては不分割法

もの物であった。この例外規定は，ツアーヲ欲的による 1914年のブー

トノレ，オートノレヅ斗三分割i決議還を後主義したものといわれた CKy6aHIlH，YKa3. C倒リ

CTp. 181ー184)。しかしストノレイげン末期とi湾様〈ド?ブロアスキー主革命前ロ

シ 7 rJ)農業問題~[鼠馬漆熊惣訳)， 143-145ベージ，参照)， 1920年代においても

ヅ…トノレずら緩年分刻された。その分言語家は共同体淡尽のそれに劣らない〈第3

うした事突は，区凶j也経常J裁縫拾に対する有力なj支論の根拠であった

〈問.B. H巴MblL¥KH説， K 銭。npocy0 HOp陥 X HeJl.pOOI1MOCTH )l，BOp昌，一一

{CeJlbCKO-X03総 CTBeHliall}IUl31i吟， .1928， No. 33，むTp.17)。つまり「共同

地分割 (pacce諸問問〉の方法および土地利潟藷形態は農耕経営の総分化安抑制

する条件ではないj のである 〔人 Xpllrn;問a，瓦pOO立奴OCTb KpeCTb克HCK滋X

鯵3表ツートんの分割

県

スモレγスク

プスコフ

ノグゴロト

: {3KoHOMI1QeCKOe ooo3peHHε}， 1927， No. 6， cTp.l02. 

1924年

4.2 

3.8 

3.2 

2.ヰ

2.1 

2.8 
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訪問説CTBH Jl:Hφ中坊のlL¥lIaL¥lIH，ーく3KO的経lI'-!eCKoe0603p制限:>， 1927， 

No. 6， CTp. 107)。また，ボーラン ;fに隣接ナるベロ口シア共和国では，ネップ

J初頭から勤労土地利用の基準を4労働単位の幾襲安 i戸当今 9.9-，-.13.8;ll.芭C.と定め

るなどの土地法上の特殊性があったが (I1CTO問 H rocy瓦註pCTa註 11 rrpaBa 

6eJlopYCCKO詰 CCP，T. 1. M開 CK，1970. cTp.274)，さらに1925年 4月，こ

の共和国では幾家の分害事jはすべて禁止された (E. H. Carr， Socialism in One 

Country， voI. 1， London， 1958き p.215)。しかし公式統計はこの共和閣におい

ても1927-291れに 2.6%の農家の分鰯を記録している お，l¥BH!'H B CeJlhCKO浴

)(03宜品CTBeCCCP 滋εlK，il，yXV H XVI rrapTH註HblMHC'be3，il，aMH， 113Jl:. 2-色，

M.-Jl.多段31，CTp. 69)。

n 渓内遣を Fスターり γ数治体総の成立Jr， ~-部， 1970年， 27…29ベーム参照。

8) ウジャ γスキーの設楽 (<:HaarpapHo双今pOHT号:>， 1929， No. 7， CTp. 104)0 

9) C. Y.， 1927， ::-ro. 32， CT. 2130 

1の のもに，政府の土地係争終7J1j参事会 (Oco6註克 KOぇJ1erHH no 3e双eJlhHblM

cnopaM百戸口伊311，i¥HYM日 BUI1K設〉は，ウラヂーミノレ県のー送農ラその訴えに

もとづいて郷土地3委員会合iど交し労働能力な会議人に対し]史家の分割をおそ与ナ

る場合，し必&なる殺の現物および貨幣'a'幾家がw:J1，老人に支給しなければなら

ないか，まずこ，どこで、老人は怒すべきか，というぶまでfjij終に決定しなければな

らないとした (CM.{CeJlbC I{ O-X03m~!CTBeHHa完 ì!\H3Hb}> ， 1927， N仏 34，crp. 

18)。

11) 家産形成に対する }卒

命誌から，とくこゴござ美的に発途した地方Jこういて会11られていたが CXayKe，YK証3.

CO'l.， CTp. 187-188)，しかし革命議においても均分相続が一般的で、あって，語1

4きのごとき規定に農民は強く蕊援したゆhinn，op. cit.， pp. 613-614)。

!吃2) この

B関塁逮する。すなわち，第一に芳荻兵第86灸は差是家不分参謀の実施において共同体俊

民の務合と区閥的経営ぐブートノレ，オートノレヅ〉の場合ときど霊長別した。第二に， し

たがって，祭器条において』土共同体幾廷にとっ"と農家不分割冷淡して義務的なも

のではなかったが，他方，務74条?こ災いては長基地分割の渋谷されうる諸条件二が差是

民一般に対する要求として規定おれた。ここから，地方のこと地機関においーて，

カでは農家綴分イとを充分に抑制するうえで共同体燦民とIR弱地緩営とな区別する

と根拠が疑問とふれ，他方で第74条を桜木原郊とみる1l.場から，第86条にます

げる共同体基金氏の自 ものとする解釈があ

らわれた (B量口JlOTHlIKO毘， 06 o!'paHH'IeHlIH .l¥po6去のIH耳 3側 川 且eJ1b'leC総 X

X0351IICTB B 061L¥HH8X，一一{CeJlhCKO吋 XO務長CT器官HHall)K1I3Hb}>. 1924. No. 

15多 CTp.3ーの。土地法典第85条;こもとづく農家納化分昔話i緩め義務的決定の公^Ii
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は，必ずしもすべての県で行われたわけではなかったが (CM.{Ce品 CKO-X03尚一

CTBeHHall )!{ll3Hb}， 1927， No. 40， CTp. 19)，しかし地方の権力機関および土地

機関は農家不分割問題に「最大限の叢大さ」をもって対処していた。ほとんどす

べての県および地方が上記の義務的決定の草案をもち，大多数が農家不分割基準

〔しかもきわめて高いもの)の確定に賛成であった。しかも，かなりの部分が，明

らかに土地法典第86条を無視して，不分割義務を共同体農民のあいだにも導入し

ようと企ててした(H.E中peMOB，O Mepax rrpOTHB H3MeJlb1JaHHlI KpeCTbllHCKHX 

X0311HCTB，-{3eMJleycTpo品TeJlb}， 1926， No. 4， CTp. 41)。 こうした状

況のなか勺訓令は，農家の圧倒的多数を包括する共同体に細分化規制を貫ぬくた

めに，土地法典第86条を骨抜きにし，その第74条の規定を強力に実施することを

意図したので、ある。そのことはまた，土地法典第74条がすでに一般的には規定し

ていた農業経営の「分割」と財産のみの分配との区別が家族・財産分割における

「最重要の問題」であると，農業人民委員部の機関誌が訓令公布に際して事あら

たに解説していることからも明らかであろう (CM.{CeJlbCKO-X0311HCTBeHHall 

)KH3Hb}， 1927， No. 20， CTp. 21)。

13) PeweHHlIロapTHHH rrpaBHTeJlbCTBa rro X0311白CTBeHHbIMBorrpocaM， T. 1， 

M.， 1967， CTp. 628.なお，この決議部分において第3回ソピ‘エト大会 (1925年

5月〉の決定が想起されているが，後者に;f品、ては，たんに「頻繁な割替の試み

と決定的に闘う」とされていたにすぎない (TaMAe， CTP， 474)。このことは割

替が分家と切り離され，農地細分化の主要問題は後者にあるとする認識が次第に

形成されてくることを意味するものであるうか。スターリンは， 1928年4月，農

家数を減らす必要があると語ったという CJ.Maynard， The Russian Peasant 

and Other Studies， London， 1942， p. 287)。

14) C. 3.， 1928， No. 69， Cr. 642.なお，この全連邦的「立法」の成立過程につい

ては， Carr and Davies， op. cit.， vol. 1-I， London， 1969， pp. 106ー109.を

参照。しかし，分家制限による20年代末の土地利用安定化政策は矛盾に満ちたも

のであった。というのは，それはと述のように穀物等の商品化率向上を至上命令

とするものであったが，この同じ政策目標が他方では農村における「階級闘争」

の激化を必要とし，その結果「一般原則」においても，1クラークとの闘争の必要

がある場合」に，定められた期間内の頻繁な割替が認められたからである(第14

条〕。

15) C且BHfH B CeJlbCKOM X0311品CTBe CCCP・..・目， CTp. 68-69; CM. fa3apoBa， 

YKa3. COII.， CTp. 288-289. もつばら分家のために全ソ連規模でこれまで、年々

50-60万戸ずつ増えつづけてきた農家戸数は，なるほど1927年には2501万5900戸

とその頂点に達し，以後減少した(且aHHJlOB，3eMeJlbHble OTHoweHHlI・...， CTp・

94.ただし農家戸数の最大は1928年で，そのとき2558万6000戸であったとする見
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解もある。 Carrand Davies， op. cit.， Vol. 1-1， p. 117)。しかし， 1927-29年

の期間の農家の減少は細分化過程の緩慢化を意味するものではなく，これは実際

には都市への農民の移住，なかんす、く集団農場(とはいえ多くはトーズ〉への農

家の加入によるものである (CM. B. 且aHllJlOBII 江p.(pe瓦.J，C08eTcKoe 

KpeCTbHHCT80， M3且.2-e， M. 1973， CTp. 149)。

〔四J，こうした状況のもとで20数年来その研究を回避してきたボルシェヴ

ィキ研究者は，農業集団化の直前になってようやく，農家とその分割の問題

に関心をよせるようになった。彼らが自己の任務としたのは，この問題の理

論的，実証的研究を通じて，一方でナロードニキ理論の批判を徹底するとと

もに，他方で上述のごとき進行しつつある農地細分化に対し採りうべき実践

的諸政策を確立することであった。以下，彼らの見解を，主として，①共産

主義アカデミー農村部会(のちの農村研究所〉の委任によって執筆されたク

〈ーニンの「この分野での最初のマルクス主義的著作」②これに対する「序

文」として書かれたクリツマンの論文，③1929年 4月，クリツマンを報告者

とし「マノレクス・レーニン主義的科学・研究諸機関Jの協議会で行なわれた

「農民世慌の分析Jに閲する討論，を通して検討してみたい。

まず第一に，彼らは，農家の分割の研究が「これまでブ、/レジョア的，小ブ

ルジョア的研究者(エセ・マルクス主義者を含む〉の完全な独占物であった」

とされた状況を打破しようとした。とはいえこの場合，rほとんど独占的に農

家の分割の問題を革命前に研究し，現在も研究しているみは，同志フリャシ

チョーヴァであ」った以上，彼女が「ほとんど独占的に」批判されることと

なったのは当然である。

彼女は農家分割に関する自分の基本的見地を革命前に次のように述べてい

た。すなわち，西欧諸国では「社会的分業 (pa3JleJI問 問 中yHKUIIH06凹eCT-

BeHHoro Tpy.n:a)Jが発達しており，農業にとり過剰な人口は「ほとんど自働

的に」高度に発達した工業によって吸収されているが，ロシアにおいては，

このような分業もそれを必要とする条件もなく，過剰人口は，工業的脆弱性

のために農外就業をほんの一時的にしか実現できず¥農村との結びつきを絶
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つことができなし、。それゆえロシアの農家は多くの場合，結局，1家族，土地

および財産の分割 (pa3江eJl'>1 CeMbH， 3eMJli1 H HMyW;巴CTBa)j に至る。仁西欧

で生じているのはただ生産諸カの農業から工業への分離であるが，わが国で

は農業内部でのそれらの細分，財産と土地の分割を伴った細分が生じている」

のであるj，と。ここから彼女は，農家の分家を，その離村，絶家，合併の現

象とともに「社会・有機的諮変化〔諸過程J(COUHaJlbHO-OpraHH町 CKl1e 113-

Me時間兄〔ロpO羽 CCblJ)j と名付けた。というのは，これらの変化は「貨幣・

商品的，すなわち社会的諸条件および諸関係によってひきおこされj，農家と

いう「有機体」の「一体性を破壊しあるいはそれを他の社会環境に移転」

するからである。この用語法のなかには，これらの過程をたんに人口論的諸

要因の変動から説明し，それらを「生物学的」諸過程とみなしたチェノレネン

コフら古い型のナロードニキ経済学者に対する批判の意図がこめられていた。

しかし， 20年代末のボルシェヴィキ研究者はこれらの点をなんら評価もせず¥

また批判もしなかった。彼らの批判は，ブリャシチョーヴァのこの基本l'j~見

地を補足するものとしての彼女の「農家内部における相対的過剰人口 rrepe

Hac巴J1eiiIIOCTb)j論に関係する。彼女はし、う。「家族がまた農家の組織原理だ

としても，それはその発展の一定の段階においてのみであるム家族とその労

働力の増大は同ーの農家の枠内で、無限に行1:0われえない。粗放農法と土地フ

ォンドの有限性がこれを妨げるし，余剰人口は弱体な工業によっては吸収不

可能である。こうして「家族は，それが大きくなるとともにその土地面積と

生産諸手段を増やそうとするが，結局，農業に向けられる労働力の農家内で

の堆積が不合理となるに至るj(これは農家における副業的「営業」の展開を

招来し，その結果としての農業専従者と「営業者」との葛藤を媒介として分

家が発生する)，と。そしてここにフリャシチョーヴァが「農家 (KpeCTb5IHー

は oe X03凶 CTBO)j なる用語にこめたチャヤーノフ的意味内容が浮びあがっ

てくる。すなわち「農家」とは彼女にあっては「家族の大きさが農業生産の

規模と密接な関連をもっ」ものであり，こうした「農家」固有の特徴を失っ

た「プロレタリア化した農民」および「農民ブノレジョアジーの階級」は，r農
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家j(およびその分家〉とは呉なり，それらにとって適合的な経済的環境を求

めて離村する傾向があるとされたのである。ボノレシェヴィキ研究者が攻撃し

たのは，結局，フリャシチョーヴァのこうした「農家J概念である。クリツ

マンはし、ぅ。「本質的に生物学的な個体 (e.n:UHCTBO)としての農家理解は，評

判倒れの農家の『社会・有機的」諸過程の研究者の著作のなかに，おそらく，

その最後の隠れ家を見出した]0古いナロードニキの共同体の牧歌はレーニン

が葬り去った。いまや，ナロードニキのエピゴーネンが社会的諸法則の折表

主義的承認のもとに温存する農家の牧歌こそ，幻想として退けられねばなら

ない，と。そこでボノレシェヴィキ研究者は農家の内的諸矛盾一一一これが結局，

分家を導くことになるーーに対し新しい解釈を打ちだそうとした。その際，

彼らが依拠したのは，ほとんどもつばら， 1926年に共産主義アカデミ一法・

国家部会が実施したソ連各地の計45ヶ村のアンケート調査に対する農村通信

員の回答であった。以下，この資料を引用しながら，さしあたり次の三点に

彼らの主張をまとめてみたい。

第一に，従らは農家の財産関係をめぐる戸主と他の家族成員との対立に着

目した。まず，戸主は農産物販売，生産手段および労働力の管理，統制にお

いて概して排他的な権限をもっといわれた。リャザ、γ県の通信員は次のよう

に回答した。「外部への販出をきめるのは戸主ひとりである。他の場合には家

族員の出した提案が認められるが，出された提案をもし戸主が認めなかった

なら，問題は集団的に審議され，大多数の場合，そこでは家長が優勢であるj，

と。つぎに，こうした戸主の権限のもとで，比較的大きな家族内の個々の核

家族は，それ自身のための特別な金銭を農業収入からは蓄積できないといわ

れた。サラートフ県の匿名の通信員(学生〉はし、う。「そのような現象はない

し，戸主が許すことはありえなL、。ある(核一一引用者)家族が，戸主の禁

止にもかかわらず，それを行なうようでもなれば，それは衝突と分家をひき

おこすj，と。しかし，逆に，戸主の方は，自分の地位を利用して稼いだ金銭

の一部を着服するといわれた。ヴャトカ県の通信員によれば，r2-4人の妻

帯した兄弟が長兄を戸主として一緒に生活する場合，この長兄はあれこれの
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農産物の販売からの着服によって，自分のために共同経営から金銭を貯える

ことができる。そうなると，兄弟はみな自分のために貯えようと努める。そ

の結果，農家はたちまち 3-4戸に分割され，そして彼らのうちで最も私欲

のない者が貧農となり，つまり分家の際に受取ったものしか持っていないの

である」コさらに，比較的「大きな家族内部での衝突」は，農家外の賃稼ぎの

帰属をめぐってとくに鮮明となった。それを明確に示すとされたブリャンス

ク県からの回答は述べる。「賃稼ぎを事実上管理しているのはそれを工場で稼

いだ者であるが，普通，このような農家成員は食費を差しひいたすべての賃

稼ぎを農家に引き渡さねばならないとされている。しかし，通常，工場で働

く者は賃稼ぎの一部を着服し，それを自分と自分の(核一一引用者〉家族の

ために支出し，ほんの僅かの部分を農家の経営へ入れている。これは仕方の

ないこととされた(農家による統制が困雑なため)。運送業の稼ぎは別であっ

て，普通，料金が誰にでもよくわかっているし，しばしば数人の農家成員が

働くからである。このような賃稼ぎは全部，共同の経営に入るj，と。しかも

この場合，出稼ぎ等の農家外賃仕事の収入の使途に階層的差異があるとされ

(この問題に回答した20ヶ村の情報にもとづく)，副業収入は，貧農にあって

は食費として使われるが，富裕農のもとでは農業生産の拡張のために投下さ

れるとみなされた。クバーニンはそこから次のように結論ずる。「出稼ぎ営業

があるために富裕農においてかかる経営の資本家的企業への成長転化過程が

促進されているj，と。それは，一方では「富裕農の戸主の企業家への転化過

程」をあらわすとともに、他方では，このような戸主による家族支配の強化

をも意味するとされた。「貧農の農家で、は通常，完全な民主主義があり，すべ

ての成員が忠告や提案をする。中農の農家では戸主の厳格な支配があり，富

裕農，グラークのもとでは家長の命令の無条件的実行があるj(サラートフ県)，

「規則 (pe)I{HM)は貧農のところでは弱く，自主的であり，中長もこれと同

じ類であるが，富裕農のところでは年長者の崇拝が感じられ，クラークのと

ころには鉄の規律があるj(北ドヴィナ県〉一一これらの回答が彼らの考えの

根拠であった。こうしてボルシェヴィキ研究者は「農家の内的諸矛盾」に対
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してまったく新しい解釈，すなわちそれらが「企業家への再生傾向」をもっ

農家の戸主とそのもとで「プロレタリア化Jしつつある他の家族成員との諸

矛盾であるという解釈を打ち出したのである。

第二に，以上の解釈のうちに実は前提されていたことであるが，クリツマ

ンは，農家の分割に導くその「内部における内的諸矛盾が小ブ、ノレジョア的農

家にこそ最も特徴的である」と主張した。その根拠とされたのは，ひとつは，

分家が経営面積の小さな農家では少ないという統計調査の結果であり，いま

ひとつは，行商人を出す農家に関するドブロトヴォノレスキーの革命前におけ

る叙述，ならびに分家に際しての商工業企業等の不分割に関する農村通信員

の情報であった。ドブロトヴォノレスキーによれば，1-注目すべきことに，行商

人の聞では父の生前における妻帯した息子の家族からの分離は，農業を営む

農民よりもはるかに稀であ jったし，また農村通信員によれば，工業的，ク

スターリ的企業は「分家に際しても共同利用のまま残るJ(コストロマー県〕

か，あるいは Fくじを引き，手に入れた者が他の者に金を払うJ(サラートプ

県〉かして分割されなかったが，これらの現象をボノレシェヴィキ研究者は，

不労所得源をもっ農家では前述のごとき「戸主とプロレタリア的出稼ぎ者」

の対立が存在せず，諸矛盾はむしろ他の農家との関係にあらわれ，この種の

農家自体においては「内的諸矛盾」は弱まると解釈したのである。彼らの論

証はこのように消去法的で極めて粗雑なものであり，積極的な実証的裏づけ

に乏しく，むしろ小ブlノレジョアジーの二面性あるいは商品経済の両極分解に

関する命題をすでに引用した農村通信員の情報に先験的に適用したという傾

向が強かったのであるが，ともかく，クリツマンは「家族協業は資本家的協

業の基礎になっている」というレーニンの周知の命題に対して次のごとき今

ひとつ本質的な命題を追加する必要があるとした。すなわち，r家族協業が資

本家的協業に成長転化する以前に，他の家族成員に対する戸主の対抗が極限

的な鋭さを帯びるという意味で家族協業それ自体がその高度の発展段階にお

いて資本家的協業の性格を得るJとL、う命題がそれである。

第三に，ボルシェヴィキ研究者は，農家の分割の結果として「本家(BbI~e-



. 
「本 家」

「分 家」

1920年代ソビ‘エト農村社会のー特質について 松井

第4表 「本家」と「分家J，タンボフ県， 1920-24年

(1921年に分家したもの〉

農 家 農家100戸当り 農家 1戸当り
年度

戸 数働き手|役畜陣械両性人口|播種面積

分家前 1920年 211戸 220人 121頭 11台 8.9人 5.3且ec

22 211 126 53 9 5.3 3.5 

23 208 127 65 7 5.4 3.8 

24 202 131 67 7 5.5 4.1 

22 209 89 23 3 3.6 2.2 

23 198 89 30 4 3.8 2.7 

24 187 88 37 3 4.0 3.0 

資料:<3KOHOMI1'leCKOe o603peHl1e}. 1928， No. 9， CTp. 102. 
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離村した

農 家 数

3戸

6 

2 

11 

11 

JII1BlIll1e HJlH MaTepHHcHe X03.) J と「分家 (BbJ，n:eJlHBlIlHeCHHJlH江O可epHbTe

X03.)Jとの聞に経済的格差が生ずることに注目し，こうして，一面では，農

家の生物学的把握のもとでの分家による同質的農家の「アメーパ」的繁殖な

る理解を批判し，他面では，彼らの「農家の内的諸矛盾」論をさらに展開し，

「家族・財産分割の形をとる階級分化の過程」を明らかにしようとした。こ

のために利用されたもののひとつがフリャシチョーヴァの作成した統計表で

ある〈第 4表参照〉。そこからは，分家後一年目の時点(1922年〉において，

「本家jは，r分家」と比較して，家族人員および働き手はそれぞれ1.47倍お

よび1.42倍多いだけであるが，播種面積で1.59倍，役畜で 2.3倍多く，農業

機械の場合は 3倍も多く所有していることが明らかであった。こうしたこと

は，ボルシェヴィキ研究者をして，分家が上述の「農家の内的諸矛盾を外部

に再生産する」こと，すなわち「分家前にすでに隠蔽された形で、存在Iして

いた社会的不平等を「ただ明るみに出すだけである]ことを確信させるに充

分であった。とはいえ，土地および財産の所有(保有〉の問題こそ分家の根

本問題であることはあまりにも明白であったから，彼らは次のごとき困難な

注釈を添えなければならなかった。すなわち「繭芽的プロレタリアは所有者

としてf反乱するJ，と。
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クリツマン・クパーニンのこうした「農家の内的諸矛盾」論に対して，ボ

ノレシェヴィキ内外の多くの研究者が反対したのは当然である。フリャシチョ

ーヴァはクパーニン論文にただちに反論し，彼の見解における事実的根拠の

貧困さ，概念的混乱を突き，前掲第 4表の解釈についても，他出成員の農家

のより頻繁な離村が逆に農村内の分化を緩和するという一面を忘れることな

く指摘した。また彼女は分家に先行する農家内での「経済的斗争]一一上述

の農業専従者と副業的「営業者」との対立ーーについてあらためて論じ，さ

らに，分家の特徴的な農家が決してクパーニンのいう「富裕農」などではな

く，労働者的「営業」に従事する農家でこそ頻繁に分家が生ず、ることをモス

クワ県の 3郷の比較によって示した(第 5表参照λ1929年 4月の討論会にお

いても，スハーノフがクリツマ γ報告における中農とクラークの混同の危険

を指摘したのみで、なく，パヴロプ，ラエヴィチ， ドゥブロフスキーらボノレシ

ェヴィキの研究者も資本家経済の諸範博の農民経済分析への一義的適用に対

して強硬に批判した。討論会において報告に賛成した者は，数としてはむし

ろ少数で、ある;しかしながら，クリツマン・クパーニン「理論」はまた確か

な支狩をも見出した。時代の趨勢はまさに彼らの「理論」を利用しえた。こ

の点で討論会におけるミリューチン(当時，党中央統制委員，ソ連邦中央統

計局長〉の短い演説は端的に彼らの「理論Jの実践的意義を明らかにしてい

る。彼はし、う。「クリツマン報告のなかで述べられた農家の社会的本質の最初

の研究が重要であるのは，それが中農の資本家経営への成長転化の内的諸傾

向を暴露しているからである。ここにおいてわれわれは，たんに以前になさ

れた事実の確認だけでなく，この事実の真剣な分析と説明を得る。農民経営

の分解過程の分子的諸形態を研究することにより，ここにおいてわれわれは，

ょうやくこの過程のメカニズムを見出すのであるJ，と。他方，フリャシチョ

ーヴァは，このときすでにソ連邦中央統計局におらず(1926年解任)，新たに

設立されたロシア共和国中央統計局に更送されており，ソ連の国家統計はも

はや「国家的規模で組織されたゼムストヴォ統計とし、う性格」を失っていた。

1927年以降，ネムチーノフがフリャシチョーヴァに代って分家その他の農家
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第 5表農家の分割と「営業」に関する郷別の比較

(モスクワ県， 1927年)

農家 1戸当り 農 家 の

両 自 播

塁さ手る
割分さの

郷およびその特徴 性
家 種
労

21!説人 倒J
面 も れ

にの た
口 カ 積 従 も

アシトコフ郷的 (クス 4.9 1.1 0.5 94.3 37.0 0.5 5.2 
ターリ工業 〉 人 人 且ec

的ラ亜ー麻メニ・牧ェ郷草経〔営集約〉 5.6 1.2 4.1 74.2 19.0 6.0 2.4 

約常レ的〉ー菜ニ園ンス・果ク樹郷園(経集 4.9 1.1 1.2 27.0 5.0 34.3 1.9 

資料:{3KoHOMHQeCKOe o603peHHe>. 1928， No. 9， CTp. 98. 

動態の調査 (ω江朋脚IU叩H削f

313 (973) 

% 

離村したもの

割分さかの 割分さもつう の
たち の

れも れう
なの たち

2.7 3.3 

1.7 4.5 

1.2 

ヴヴ.イキ研究者主流の見解の登場は，こうした事態に拍車をかけるものとなっ

たであろう。「階級分化論的熱狂」のもとで， 1927年以降，農村の階級構造の

統計的研究は著しく複雑化し， 1926年まで各地の調査地点 (me3.l¥O)で毎年

実施されていた動態調査は，以降隔年ごとに行なわれることになる。とはい

え， 1929年の調査の結果は，奇妙なことに，最も資本蓄積志向の強いはずの

最上層たる「小資本家経営」が，逆に， 1927年以降ソ連のあらゆる地方で最

も頻繁に自己の資本を分割したというものであった。

ボノレシェヴィキ研究者の第二の任務一一進行しつつある農家の細分化に対

して採られるべき政策の確立ーーーについていえば，ここでも彼らの成果は乏

しかったように思われた。

農村革命後その激しさを増した農家細分化のもとで，この過程を抑制すベ

く，すでに多くの論者が政策的提言を行なっていた。ロシア農業の「中国型

農耕作E灯油c!we3巴MJle江eJlHe)Jへの道をいちはやく警告したのは，旧カデッ

トのリトシエンコであった。 1921年に彼は述べた。「農家の零細化は農村住民

の福祉を低下させ，貴重な工芸作物を絶滅し，輸出を破滅させ，工業の食料
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フォンドを減少させる。農家純分也との闘争は浬性的経済政策の緊要

の任務とされねばならなし、ムとo 後は，こ

るから「細分化さK抑制するくnpoTlm)立法の主察内容をなすのは総統法の分

の諸方策であるjとしたが，しかし，分家の禁止政策は，農民慣習法とそ

のもとでの農民の諾意識〈叩呂田C03Hmme)，均等かつ実質的分罷慎行の存在 惨

からしてむしろ有害であると考えた;彼が絞務とした方策は，在意に不分醤

を決三乏した農家における嚢先滋継の制度ーであった。彼によれば，この制裁は，

次の間つの利点，すなわち第一にこの方策によって一子総緩制への農民の自

発器移狩が可能となること，第二にこの方策はブートノレ，オートルブに適用

されるから共母体農民との衝突が盟議されること，第三に分家禁止策が必要

とする厳棄な国家絞鱗がアド裂となること芳第四にこの方策によって饗先承継

者は共陪相続人に対する補償の必要から可能な限りさと践を拡大しようナるこ

と一一句これらの利点をもつはず可、あった。すでにたように，強年のこと泌法

(第86-88条〕は， りトシエンコのこうした擬"震をほぼ念頭的に楳用して

いる。また， 1922年に始まるブートノレ，オ…トルブ農家の増加，さらに1925

年春にその旗点に達する「クラークへの賭けJ政策の展開等合背景としてで

あろう>1924年には農家における長子相続棋の導入が公然と

年代後半に入ると，一簡では「土地税用・土地主義忠一般採烈u
ハUO

ム

。

紛

れ

ん

と

れ

して，他濁では1927年 3}l30自の務f¥令に対する評識と爵連して，とり

家分割に対する行設約介入の是非をめぐって論議が器発化した。進行しつつ

ある幾家翻分化に対する最も決定的な反対論議のひとりはコンドラーチェブ

であった。設は，1あ変りにも著しい農家の零細化を容認することはできなしづ

と主張した。というのは，凌が後家家計資料から引用した第 6畿において明

らかなように，農家の零細化は r";後業の労織生産性を低下させることによっ

め，その潟品化率の向上の余地を狭め，

よび輸出を極度に悶雑にするJからである。業市場の組機化，

しかし，載の政策的主擬は農家相続制度の枠内にとど変るものではなく，

業政策，さらには留の経済政策全般にまたがるものであって，
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第6表

(単位，戦煎ルーブル〉

(A) ソ主主， 1924/25年

幾 家 者平 幾多書純収入
殺家

努韓議しないもの 31.63 py6. 

2且ec.以下 56.91 2 .uec.以下
2.1-4.uec. 71.75 2.01-4 ).工程c.
4.1山号 77.78 4.01-6 
6.1叩 8 83.40 6.01-8 
8.1ω16 97.40 8.01-16 
16 .u佼.以上島 125.07 16 )lec.以上
ふ子 76.68 有志 ;均

資料:<ηyTH ce~bCKoro X03耳HCTBa}.1927， No. 5， CTp. 137. 
註:幾多義純収入とは厳密には「条件的幾業純収入J(yc~OBHO-1U1CThl員立OXO且 OT

ceJl. X03. )のことであって，幾業経~支援から経常支出のみ会差し引し、たものモ
議うる。純溺品化差是息長物とは，販売総量から農村内での賀茂しま
したもので，農村外に流通した蕊品化部分をいうb

を社会部，経済的に分化さ殺る政策なもって親分化に対する根本的解決策と

したように患われる。彼の考えでは，この政策のもとで下醸の農民は都市，

I業および農村労簡カ市場に吸収され， J義務人口配力が緩和されることによ

ヲて，農家の f不正常な零細fとに対する動機を排務長するJことができたであ

ろう。と同時に，設は「農家の安定散さヒ保註するj ょう要求もしたから， 27 

年以降の持政治分家規制の強化を滋則的に支持するように思われる。こうし

た強い分家抑制の主張はボルシェヴィキ内部にも存在した。たとえばドヮブ

ロフス々…は，ソビ、エトの農民小経営が綾終的には協男総合的大経営に転免

しなければならないが，rわれわれが協興組合的:方法によって土泳三ど集積する

であろう以訴に，これ以上のその額分化を未然に防ぐ必要がある jと

後が提記した細分化経和策は，第一に税?訟の改定，すなわち f分家後の経済

カの低下jが説髄よその他の特典によって相殺されている事態を改めること

であり，第二に土地法典における細牙化妨止策，すなわち幾芸誌による自発的

な不分鱗の決義務的な木分離基準の機定な

施ずるJことである。蜜I主291ド4月の討議会の鰐上でも「
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窓念肯定的に引用した。

以上の諾提言言に対して，ぷ/レシェグィキ研究者主流の政策的提起を特徴づ

けるものは，なによりもまず，行政部方法による分家税制に対ずる強し

的態度守るった。「一般疎開Jの謙譲過視において共産主義アカデミー幹部会

は， 1927年 1月，次のように決定しているJ諸共和闘が細分化および零細化

との斗争のための緒方策を確立，採択する際，主要な技意、が向けられねばな

らないのは，経済E向性格の務方策であって，純粋に形式的，者政的な禁止措

置ではなし、したがって，この問題に関して露共和還に対し立法権を付与す

る特別の条項を基本法cr一般原則Jのこと一一ー引用者〉に挿入することは必

と認められないJ，と。こうした致策的態度を支持すベく，その最も現扶な

論拠を提出したのがグパーぷンである。殺の本来的な見解によれば，分家は

なによりも「言葉裕量殺Jにとって特徴的な現象マあり，それゆえ分家

苦手i援はこの「箆裕農jの強化にこそまずもって帰結するのである。 29年 4月

の討議会においても彼は主張したの「行政的性格の惑方議による細分北の中止

をど支持する者は一子相続制をど要求しているが，この制度は，経験が示すよう

に，不平等のいっそうの強先に結果ずる。これはグ口スパウニL ル，クラーク

;警の創出に結果するよと。したがって彼は，共産主義アカデミ…の反対をお

して公布された27年 3月の謬11令もど殺しく非難した。とはいえ，$ノレシ zヴィ

キ訴究者にとって行設的援制に反対する騒然たる棋拠となっていたのは，

でに見たヲトシ且ンコの場合と時様であって‘根強い農琵の慣行のなかにまえ

舗を?賞ぬくことに対する深い絶望であった。クパ一品ンは卒薩tこ述べている。

「ソ速の農民はどこでも不分鰯の法律含みずからの発義務で実施したことがな

かった。というのは，この法律は....../j、ブノレジ荘アに間有の平等築構と

ずるからであり，彼らが持つ最良資のものと矛}設するからで、あるJ，と。こう

したことから，ボルシェグィキ研ヲ若者主流が打ち出しえた問題の根本的解決

策は，唯一歩農業の集団化であった。この解決法は，しかし，少なくとも29

年 4月の討論会の時点においですら極めて議象的なものと受取られた。ノレパ

ッチはこの設策的態度合 F農家綴丹色過程に対ずるず中立主義(HetlTpaJlbHO-

'. 

元帳
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CTb)~j と呼び， ドヮプロフスキーも「細分化過程への不干渉主義 (HeBMe-

maTeJIbCTBO) j としてそれを批判した。ウジャンスキーに至っては(彼は細

分化規制の法律の公布を原則的に必要とみなす)，ボノレシェヴィキにとって侮

辱的な「追随主義 (XBOCT!l3M)jなるレッテノレをもってクリツマン・クパーニ

ンを断罪した。クパーニンは激怒したようであったが，この断罪に対して，

わずかに税制の改定等に対する自分の寄与を挙げえただけで、あった;クリツ

マン・クノミーニンの主張の実践的，r政策的」意義は，むしろ別のところにあ

った。それは彼らの「理論」に深く関係する。それはすでに触れた「階級分

化論的熱狂」を彼らが研究者として可能な最大の限度にまで昂進させたとい

う点である。彼らによる「農民世帯の分析」は，たんなる理論的，実証的分

析の域を大きく越えて，前述のミリューチンの演説からも明らかなように，

当時，穀物の強制的な徴発に反対した農民の抵抗を，r中農の資本家経営への

成長転化」によるものと説明する観点を側面から支持するものとなりえた。

1) 分家(この場合は，家父長制的大家族の分解)の経済学的研究において，ロシア

・マノレクス主義者はむしろ先駆的ですらあった。グールヴイチは，当時の資料的

制約のもとで一定の事実誤認を犯したとはし、ぇ，改革後における農家の副業

(ou tside jobs)の展開と，したがって農家の収入源の多様化とを指摘し，その結

果たる「家族内部における経済的分化」が大家族の分解を不可避にしたと論じ，

こうした大家族の分解との関連で，農民内部における諸階級一一それらの聞の

「境界はし、まだ発達した資本主義諸国のように鋭く区切られていなし、」がーーの

形成を論証しようとした(1.Hourwich， The Economics of the Russian VilIage， 

N. Y.， 1892， chap.IX-X)。しかし，彼の独創的な結論ー 小農以上層の農家の

戸主は古風な後合家族の長，すなわち老人であり，中間の「半農業者・半労働者」

層の戸主は中年であり，最後にプロレタりア層は若い世代に属し， したがって

「農民内部における主要な諸階級は戸主の年齢に照応する」ーーは，むしろナロ

ードニキ経済学者による注目 (H.4epHeHKoB， K xapaKTeplicTIiKe KpeCTb5lH-

CKoro X03H首CTBa，M.， 1905， CTp. 56-57)を経て，のちにチャヤーノフに

よって「人口論的分化」論としてまったく異なった観点から体系化されるに至っ

たといえる。

2) M. Ky6aHIiH， COl¥HaJIbHO-9KOHOMIiQeCKaH CYll¥HOCTb rrp06JIeMbI ，llp06HMOー

CTH (，llPO白 eHHHKpecTbHHcKHX X03H白CTB]，一一~Ha arpapHoMφpOHTe:>， 

1928， No・1， 8，11.これらの論文をまとめ，さらにフリャシチョーヴアの批判
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に対する反批判を書き加えたものが， Ky6aHllH， YKa3. CO可.，である。本稿で、は，

主として，後者の著書を用いる。なお，このクパーニ γの著作が農家細分化に関

するボノレシェヴィキの唯一の研究となった(CM.B.口ory，llIfH，nyTb COB巴TCKoro

KpeCTb5lHCTBa K COL¥I1aJIIf3My， M..， 1975， CTp. 37)。

3) 凡 KplfL¥MaH，0 BHyTpeHHblX rrpoTIfBope可IfHXKpeCTb5lHCKOrO且Bopa，一一

くHaarpapHoM中pOHTe;>，1929， No目 3.この論文は，クパーニンの著書に対

する本文の註(2)の箇所に引用した評価などをその前後に加筆して Ky6aHIfH，

YKa3. CO可.， CTp. 3-31.に収録された。本稿ではこの後者を用いる。クリツマ

ンがこのような長文の「序文Jを書いたのは，後述のごとき〔註(22)および〔五〕

節等を参照〉クバーニンとの強調点の相違によるものと思われる。

4) AHaJIlf3 KpeCTb5lHCKOrO ，llBOpa (江OKλa，ll刀. KplfL¥MaHa If rrpeHIf51 rro 

，llOKJIa且y，)，一一~Ha arpapHOMφpOHTe;>， 1929， No， 7， 8. 

5) Ky6aHIfH， YKa3. CO'-I.， CTp. 3. 

6) TaM )!(e， CTp. 130 

7) A. Xp5llu:eBa， KpeCTb5lHCKOe X0351員CTBOrro rreperrlfC5IM 1899-1911. ErrlfφaH-

CKl1ii ye3且， '-I・ n，TyJIa， 1916， CTp. 229. もちろん，こうした見解はフリャ

シチョーヴァの独創ではない。すでにリストは，農工の「不均衡の結果として国

民的分業のかわりに土地の分割がはじま」ると述べていた(フリードリッヒ・リ

スト「農地制度論~ [小林勤1.訳]，宕首長文庫， 54ページ〕。 なお， 工業的脆弱性に

よる過剰人仁lの農村内における准積と Lづ見解は， 20干干代ソピ・ェトにおいてむし

ろ普通である (CM.E. 1匂 aHOB，OTe4eCTBeHHa51 IfCTOpl10rpa中IfHarpapHoro 

rrepeHaCeJIeHlf5l， 一一 ~BOrrpOCb[ IfCTOpI1H;>， 1971， No. 12， CTp. 35-36)。

8) A. X何回eBa，YCJIO即日 却06HMOCTHKpeCTb5lHCKlfX X0351iicTB，一一く3KOー

HOMH'-IeCKOe 0603peHHe;>， 1928， No. 9， CTp. 111.なお，フリャシチョーヴ

アは， レーニンの問題提起を受けて，主としてそれまで分与地等にもとづいて農

家を分類していたゼムストヴォ統計に矯種面積にもとづく区分を導入しようと努

めたところの「マノレタス主義的観点にjzった」統計家のひとりであったようであ

る (CM.A. Xp5llu:eBa， K Borrpocy 06 1f3y可eHH5IpaCCJIOeHH5I KpeCTb5lHCTBa， 

一ーくHaarpapHoMφpOHTe;>， 1925， No. 1， CTp. 84)。彼女はまた一般に

も「党派的関係ではレーニンの同志 (e，llHHOMbl凹 JIeHHIfL¥a)Jとみなされていた

(CM. C.口pOKO口OBIf可， KpeCTb5lHCKOe X0351員CTBO，6epJIHH， 1924， CTp. 180， 

181)。

9) A. Xp51山eBa，fpyrrrrbI If KJIaCCbI B KpeCTb5lHCTBe， M..， 1924， CTp. 24 ; Yl3江

2-e， M..， 1926， CTp. 69. 

10) Xp5llu:eBa， KpeCTb5lHCKOe X0351iicTBO.....， CTp. 228-229. 

11) TaM )!{e， CTp. 99， TaK)!{e CM. CTp. 68;チャヤーノフ『小農経済の原理』増訂
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京〈緩辺秀俊.杉聖子J官三夫共訳)，第 1J事" 参照。 この側面におけるフザャシチ祭

ヴアの幾村革命紛のメザットについては， [2)泳言主(1 )，参照。彼女は， Z存命

後，農民会貧農，や農，議後幾およびダラーク (1924年の規定。 1926年の第2版

では f搾取者約大経常j とも表現〉に大別したが f務磁な階級的な援の特徴をども

つのは，tこだ潟怒の諸グループ……つまり，ヅP レタザア化した幾民(食淡のこ

とではなく，綴室ぎをもたない「農民J一一引用者〉および資本家的大経常のみで

あるjとして，農民の「務グノレ…プと諸階級Jとを!支部した(XplImeB8，fpymlhl 

H KJJaCChl……ぺTp.12.なお，この…議pi土第2版では荷11除されてし、るが，彼女

の見解そのものは変ってし、なしウ。彼女はまた，幾家区分に際

擦とするよう強く主張したが，それもまた，農家の95%く1926年時点。 1924'"手段

階では98%)，ずなまっち内務級的特徴j をもたないとされた前記の貧農，

よ ては，その経営規模がもっ よって滋定さ

れるとの見解がるったからである〈τa滋》誌記， CTp. 8;日以.2-e， CTp. 15-16， 

64-65， 98)。チ Fヤ…ノフの機合 (1925年時点〉は，農家の 9舗が滞在草寺の後

族経営jとする〈チヤヤー/ブ， i誇掲議， 310ベ…ジ〉。

iひ たとえば， XpHll校総， KpecThllHcKoe X03耳MCTBO...，CTp.ヰ2-43，101-102. 

このような離村への議おもあって， ¥反良市土 n災民経済会幾村の諸条件だけで、検討

してはならなしづことな繰っかえし強認し〈たとえば， T制 2総， CTp. 229…231)， 

また「中間腐の橋大は，jiIjj極の言語鮮の)1星雲誌の強力な離村および絶家の結果として，

、すなわち，設さしく分化過程の総司さとして起こりうるJ(T削減e，CTp. 224)と

いう論理ーなもって，淡民鹿分解が「文学滋舎の s 中伎の言者喜平の犠牲による尚磁の務

;鮮の増メえという形では生じていなL、」現実を説拐しようとし CT8Mj抗告， CTp. 

j言i時に， I湾極震のぬ家の rl=þ!~奇麗への移動 (TlIrOTe即時j 論を悶えたナロード

ニキ経済学者と尚喜重分解総会主張したレーニ γとを両断批判しようとした (T8M

〉附， crp. 212…228)。幾重義と愚氏経済との関連，階級分化と「中差是化j綴i勾との

関係についての彼女のこうしたJiI.解はご機代日本幾多長論JI(管水文庫，上巻， 184 

ベージ〉における吉文楽療百議氏の農民分解識の先怒きをなすもののようにd慾われる。

13) Ky6aHHH， YK83. co札， CTp. 3-5.前述の討論会で払ウジャンスキーがナ P

ードムキ経済理識の三つの発展段階会区分した。すなわてフ守屋全体の規模におい

て資本主義の膝聞を否定した待期，都市への資本主義の惨透は認めたが重量村?とお

ける 災肉体への資家主義の鯵透は認めたが差是

家および「幾尽のさ定以ywaKpecThllH開 設)Jへのその惨透はi'S定した時期，こ

の三段階である C'<刊誌 8rpapHOM中pOHre:>，1929， No. 7， CTp. 104)。

14) 以下のボノヤンヱグ19'-研究者主流の見解の叙述においては，クヲツマンとクパ

ニンの強調J去の相淡をど考慮して 2 多分に最大公約数約なものとならぎるを得ない。

15) KyoaHHH， YK註3.CO'!.， CTp. 55. 
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TaM >Ke，CTp. 56. 

17) 1'aM >Ke 

18) Ta主A)在民 CTp.59. 

19) TaM >Ke，むTp.62. 
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20) TaM米吉多 CTp.65.-66. 

21) 29年 4月の討論会で.スハーノフやイオ…ノフは，ニのような解釈がなんら新し

いものではなしすでに近代家践について品ンゲルスが提出しているcr炎は家族

のなかでブノレジ滋アであち.妻はブロレタリブートを代羨するj，r家族・私宥財

産・圏雲誌の起源JI[戸原凶郎訳J，務波文庫， 97ページ〕と主張したが，これに対

しスノレコアスキーは，コュ γゲノレスの命惑を農民f投機の分析に遜湾したのはクバ…

ン・タリツマンが絞初であると弁護した〔くれ廷証rpap託OMやpOHT思，;>， 1929， 

No・8，CTp. 93)。

22) <Ha arpapHoMやpOHTe;;>>，1929， No・7，CTp. 98.この解釈と対応レてーセ

手グァーノフは分家を問、ブノレヅ貌ア的熱狂jと呼んだ。彼の説明の背後にある

ものは， r錨人主務jとは良Ilr所有表的弱人主毅 (C06CT舵 HHH明記KH員総I.IUJ.BH-

JlyaJl滋3M)j こ他ならないと寸るボノレシェヴィ々の該きがたし¥近代主義的思議きで

ある (A.. CeJI箆BaぉOB，K BOIIpocy 06 yCTaHOBJleHl1H B 3aKOHOJl設す告J1bHOM

IIOpH瓦KeHOpM H号JlP06HMOCT弘一一<HaarpapHo双 幹部 吋 1927，No.5， 

CTp. 40)。なお，クパーι ンは，殺初の論文では，分家が「長是認定の経淡:犯の上外

につれてj，すなわち富裕幾(彼にあっては挙資本家的経営を3章、ちまする〉ほど頻

繁になるとしていた(<日註註rp設pHO総 φpOHT日';>， 1928， No 1， CTp. 18)が，

この文京に続けて「しかし，上層夕、ノレ…ブではなく 2 中伎のダ

ノレープが，分審yされる農家の〈絶対委立における一一引用者〉基本的大震ををなして

いるjという一節を警察き加えた (Ky6amlH， YIW3. CO可.， CTp. 48， TaK)宮里立総

CTp. 81)。こうした強総点の移動会ザードしたと思われるクザツマンも~た，最

初の論文では，分家が殺も頻発するのは，すなわち「燦家の内的諮矛盾が絞大の

のは，フ。ロレタリア的および半‘プロレタザア的な(食農の〉幾翼誌で

も資本家的経営でもなく，小ブ‘ノレジ g プ約農家〈中農〕の上層で為ち，

的経営においてであるjと述べていたが(くHaarpapHo級争pOHTe';>，1929， 

No. 3， CTp. 11)，討論会の報告では，丈こんに本文で号i用したごとく述べ，強調

点の移動を完成した([5 J節会参照〉。

23) 実は1900年に叩ノレクス京畿者ノレミ γンツェツの行なったスモレンスク県グャズマ

郡の調宝笈Eが，すマ"'c
う結5架築芸なと4与チえていfた(:(口.PyMlIHI'~eB ， K BOIIpOCy 06 "詰OJIぬUHHpyccKoro 

KpeCTbllHCTBa，一…<O'lepIWpeaJlHCT認可εCKoroM羽pOB03peH蹴';>， C口6.，

1904， CTp. 541)0 しかし，この上級の務群を際機的にどう幾定するかによって，

匂ぃ

ミゅ
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分家が最も特徴的であるとされる階層は論者によって異なることとなった。フリ

ャシチョーヴアは，すでに見た彼女の「農家」範韓(そのなかでも相対的に大き

な家族と経営をもっ農家一一革命後の規定では「富裕農J) においてこの現象を

理解し，クバーニンは，富裕農一般(半資本家的経営〉が最もよく分割されると

して，註(22)で、みたような最初の見解を打ち出したのである。

24) Ky6aHliH， YKa3. CO可.， CTp. 8-9， 67， 108-110. なお，真に企業家的な農業:

経営は分割されないか.あるいは分割が極めて稀であることを示すと思われた統

計資料がウラル地方に関して存在する。フリャシチョーヴァはこれをもって，彼

女のいう「農家」の諸特徴を失った「企業家タイプの経営」はむしろ分割されな

いとする自説のー確証とした (Xp5IJlleBa， fpyrrrrbI H KJIaCCbI…， 1131l・ 2-e，

CTp. 100'.-101)。

25) 邦訳『レーニン全集~，第 3 巻， 75ベージ。

26) <Ha arpapHoM中pOHTe:>，1929， No. 7， CTp， 98. 

27) Ky6aHHH， YKa3. COl.[.， CTp. 12-16， 96-103.なお，党内反対派は，農家の分

割jを農村における階級分化の本質的原因のひとつと見なしていたという(TaM )[(e， 

CTp. 41)。クパーニンの場合は，分家の結果としての階級分化なるものが，典型

的な両極分解でなく，商人・高利貸資本と半窮民を康みだす型のものとする(TaM

)[(e， CTp. 103)。

28) TaM )[{e， CTp. 15 

29) TaM )[(e， CTp. 29. 

30) XpHlUeBa， YCJIOBHH IlP06HMOCTH...，彼女によれば， rアシトコフ郷の大部分

のクスターリは，他人の原料で働いており，それゆえ，その階級的状態としては

自立的手工業者よりも労働者に近い半従属的クスターりの部類に入る」という

(TaM )[(e， CTp. 100)。なお，彼女はこの批判におし、て，クバーニンに対する反

援もあって，分家慣行における社会・経済的諸要因の意義を否定するかのごとき

言説をもなし上述の自分の基本的見地を著しく傷つけた。この場合，彼女は農

奴制時代における分家の存在をひとつの根拠としたが (TaM)[(e， CTp. 109)，そ

こで引用された小ロシア地方の分家に関する著作のなかでは，逆に「ある者を手

工業に慣らすための，あるいは遠隔地で、の賃仕事のための，家族 (ceMeiicTBO)

からの働き手 (pa6o明白可巴且OBeK)の人為的分離」について何度も言及されてい

る (B.TapHoBcKH白， 0 且eJIHMOCTHceMeiicTB B MaJIOpOCCHli， KHeB， 1853， 

CTp. 3， 6， 9， 11)。

31) 討論会後も批判は続き，註(22)で述べたグリツマンとクパーニンの強調点の穆動

あるいは差異を逆用して小経営の低い生産構造こそ細分化の原因とし，細分化対

策を小経営の経済的増進一般に還元する見解が出された(A.JIapHH， K Borrpocy 

o COUHaJIbHO-rrpOH3BO且CTBeHHO員 CYlUHOCTHrrpo日ecca且p06JIeHHHKpec-



322 (982) 経済学研究第26巻 第4~号

TbHHCKHX X03HHCTB，一一く3KOHOMH可eCKoeo603peHHe:>， 1929， No. 8)。

32) <Ha arpapHoM中pOHTe>，1929， No.7， CTO・ 106.ウジャンスキーは，討論

会におけるクリツマ γ報告に対して，それが農村の階級分化の研究に関する共産

主義アカデミー農村研究所の活動のいっそうの「深化」であるとLづ位置付けそ

与えた (TaMlKe， CTp. 104)。

33) CM. Ky6aHHH， YKa3. CO'l.， CTp. 130;邦訳「レーニン全集』第44巻， 757ベ一 、
ジ。この経緯を筆者はL、まだ確かめえていないが，おそらくそれは，ひとつには

彼女が農家のグループ分けに際して主張した播種面積にもとづく区分(註(11)を

参照〉が20年代後半に入って激しく批判されたこと (CM・口orY.l¥HH，YKa3. CO可.，

CTp. 35-36)，いまひとつには1927年までに動態調査プログラムが改定されたこ

と (fa3apOBa，YKa3. CO'l.， CTp. 284-286)に関連していたように思われる。

34) HeM'IHHOB， YKa3 CO'l.， CTp. 325 

35) fa3apoBa， YKa3. CO可.， CTp. 285. 

36) CM.くCTaTHCT附 eCKoeo603peHHe:>， 1929， No目 5，CTp. 122. 

37) C.l¥BHrH B CeJIbCKOM X03HHCTBe CCCP.....， CTp. 68-69. 

38) CM. Ky6aHHH， YKa3. CO可.， CTp. 33， 36， 40. 

39) 凡 JT!!TOWeHKO，OrpaHH'IeHHe .l¥p06HMOCTH KpeCTbHHCKHX X03HHCTB.一一

くo3eM且巴:>. C60PHIlI( CTaTe首， M.， 1921. CTp. 94. 

40) TaM )Ke， CTp. 98-99 

41) TaM )Ke， CTp. 100-101. なお， リトシエンコは，ソビ‘エトにおいでかかる方策

の実施を容易にする条件があるとして土地国有化に言及している (TaM)Ke， CTp. 

101-102)。こうした発想は20年代末にスターリンによって継承される (CTaJIfIH，

Co可HHeHHH，T. 12， CTp. 150-153)。

42) 3巴M耳eMep，OrpaHHドE町 HH巴且po6日MOCT臼 KpeCTbHHCKHXX03拐兄首C口TB払，一一<C巴印JIb一

CKO-X03H詰CTBeHHaHlKH3Hb}， 1924， No. 10， CTp. 9 

43) 以下のコンドラーチェフの見解については， H.KoH.l¥paTbeB， K Borrpocy 0 

“口poeKTeOCHOBHbIX Ha可a且 3巴MJIenOJ耳Ib30BaHHHH 3巴MJ且IeycTpo品CTBaK3口"

一一<HaarpapHOMゆ抑pOHTe:>，1926， No.9; OH )Ke， K Borrpocy O.l¥H俳peH-

~Ha~HH 江epeBHH，一一<nyTH CeJIbC){OrO X03HHcTBa:>， 1927， No. 5.を参

考にした。

44) C.且y6pOBCKH首， COBpeMeHHoe Maλ03eMeJIbe H nyTH ero JIHKBH且a~HH ，

くHa arpapHoM中pOHTe:>，1926， No・5-6，CTp. 44. なお，彼は， リ

トシエンコのように「革命による土地不足の激化を敵観し『中国の運命』をもっ

て威嚇する者は革命の本質と意義をまったく理解していなし、」とし，革命が必然

であった|浪り，その結果としての農家の著しい細分化もまた不可避で、あったこと

を正当に指摘した (TaMlKe， CTp. 43)。

込
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45) <Ha arpapHoM中pOHTe>，1929， No. 8， CTp. 96. 

46) <Ha arpapHoMφpOHTe>， 1927， No. 1， CTp. 103. 

47) <Ha arpapHOMφpOHTe>， 1929， No. 7， CTp. 103. クリツマンはこうした

議論を展開しない。行政的な分家規制に反対する彼の主要論拠については， C 5 J 
節註(4)，を参照。なお，討論会においてクパーニ γの本来的論拠を最も明確に

述べたのはグヱルメニチェフである。「上層グループにおける分割さ、れた農家の割

合は，他のグ Pレープにおけるそれよりも大きい。このことは何を示しているか。

それが示しているのは，もしわれわれが今，行政的措置によって細分化を制限す

るならば，われわれはなによりもまず，この分解から上層グループを保護するで

あろうということである。配慮されているのは結局この層なのであるJ (くHa

arpapHOM中pOHTe:>，1929， No. 8， CTp. 100)。

48) KyoaHHH， YKa3. CO'-!.， CTp. 184-186. 

49) このような絶望は， 1""一般原則」の立案者自身も分ちもっていた (Carr and Da-

vies，op. cit.， vol. 1-1， p. 119)。

50) KyoaHHH， YKa3. CO~I. ， CTp. 188. 

51) TaM )Ke， CTp. 30-31 ; <{Ha arpapHOM中pome>，1928， No. 11， CTp. 26 ; 

1929， No. 7， CTp. 101 パヴロフはクパーニンのこの点に関する見解を「農村

の完全な生産協同組合化の条件のもとでは分家は存在しないであろう o というの

は，農家世帯が存在しなし、からである」と表現した(<HaarpaplIOMφpome>， 

1929， No. 8， CTp. 85)。なお，フリャシチョーヴアも分家に対する行政的方法

吋による規制に反対し，また細分化に対し採られるべき政策についても，彼女の見

解からして，農村の貧困層を吸収しうる集団農場の成長，とくに工業化の展開を

重視した (XpHll¥eBa，YCJ/OBHlI .LI:pOOHMOCTH....， CTp. 112)。しかしタ〆ーニ

ンは，彼女との部分的な見解の一致を考慮せず，逆に彼女の見解を「現代の完全

にクラーク的な理論」として全面否定するようになる (KyoaHHH，YKa3. CO'-!.， 

CTp. 136)。

52) <{Ha arpapHoMφpOHTep， 1929， No. 8， cTp.87， 96 

53) <Ha arpapHOM中pOHTe>，1929， No. 7， CTp. 104 

54) <Ha arpapHOM dJpoHTe>， 1929， No. 8， CTp. 88.すでにドゥプロフスキー

も述べていたように，農業税の徴集方式は分家を促進するひとつの契機であった。

たとえば， 1927-28年度農業税法の規定によれば， 6人家族，査定所得115-120

ルーフツレ(1人当り 20ループ、ノし〕の農家は税を支払わねばならなかったが， 4人

家族，査定所得180ノレーフ守ル ( 1人当り45ノレーブ、ノレ〉 の農家はもし分割されれば

税は免除されることになっていた (CeJ/HBaHOB，YKa3. CO'-!.， CTp. 41)0 1928 

-29年度については，こうした分家刺激的な税法は，今見たような相対的低所得

層だけでなく，分家がもともと極めて頻繁な「富裕農」に対じても作用した。と
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いうのは.r郷(地区〉 富総長義?乏に対して家族数に応じて税を滅

じる特典を与えない権限が付与されたj からである (撲内， liiJ争議議， 第二郎9

1972if.， 69ベージ〉。その総祭， r総所得は比較的大きし可が i人当りの所得は線か

えま大家族の中農」に女守する級税賦課が毛筆婚し，これを回避しようとして農民の分

2反応向も強支った Cfa3叩 OBa.Y託a3.CO可" CTp. 288)。ニの点での絞改正の必

要警は1928年予約こ認められた〈渓内，前掲草委，第二部事 84ベージ〉。

55) CM. CT日五羽H，Co弓滋長号災終珂， T.11. CTp. 

，にもかかわらず，クジツマンの見解には，ほとんど唯一のメジット

が存夜した。そしてこの点はよ記の討論会出席者が一様に環解しえなかった

ところであった。グザツマンに基礎資料な提供したクバーニンすら，この点

では途巡していたように思われる。ずで、に述べたように，クパーエンは分家

に対する行政的規制を敵視した。被がこの救援の最も明快な板拠としたのは，

前述のごとく?道総畿の分家J論である。しかし被は， 1927年 3月の溺11令に

対する反援のあまり，次のようにも述べてしまった。すなわち「安定信な経

のために必要なすべてのもの、公正説的大多数の幾家は分家に捺してほとん

どもっていなL、。このことは言fI令第 1条において与えられた規定のもとでは

特にそうなのでるって，それが分家の要求ま撃することは務自であるJ(強

クパーニユン)，と。しかし，この議論が抜本来の主張と しうるかど

うかは極めて微妙でるった。彼はこの点をあらためて検討しなければならな

かった。その結果関らかであったことは，分割された農家の分家龍における

技繍的，経済密葬毒殺がJ幾具および家畜の相対的に大きな保有にもかかわら

ずj平均的幾家以下マあり，その沖付構成も，より ffl費的な性格を帯び、てい

たことである。こうしてクパ…ニンはJ農家は，それが後進的であるほど，

その生盗諸力の発展水準が低いほど，より容易に分割を許す」という自拐の

命題tこようやく漆ずることができた。しかし，彼がこの問題の検討在彼の務

、て「分割された幾家の分家前における経験，生産的構造」と題する

新たな一章を設けて符い，r理論」の議点を「富裕農」から f中農」に移そう

と試みても，他方で彼本来の::t張は変えることがなかったから，

逆に論理的不整合をいっそう浮きだたせることとなってしまっ クリツマ

台三



L ， 

持

1920年代ソビ、エト農村社会のー特質について 松井 325 (985) 

ンはクパーニンのこうした混乱を見抜いていたようである。それゆえ，彼は

分割された農家の「富裕」性を強調しない。彼，，;t¥，、ぅ。クパーニンの新資料

からすれば，r分家の結果そこから発生する新しい農家よりも大きな生産諸力

発展の前提を有する相対的に大規模の農家を破壊するものとして，単純に分

家をみることはもはや不可能となる。このような理解が一見していかに説得

的に思われようとも，それは誤りであり，表面的で単純であるがゆえに誤り

であるJ，と。しかし，分家に対するこのような見方の意味するところは重大

である。なぜならば，いまや「経営の規模，分割された農家の大規模さは，

その技術的，経済的水準の指標ではなし、」ことが明らかにされたからである。

とすれば，これまポ、農家の外見的経営規模を主たる指標とし，それにもトづ

いて農家を単に相対的に比較することによって行なわれてきた階層区分，ソ

ビエトの階級分化論は一体どうなるのか。クリツマンはもはやそれ以上は語

らなかった。彼は，自己の結論がし、かなる実践的意義をもちうるかを，ある

程度，理解していたのである。彼は述べた。「もし事物の深部にある真理を明

るみに出したとすれば，諸現象の本質の理論的分析に立ち入らない実践家の

側からの不満を惹起するような一見して奇妙な結論がしばしば得られるもの

であるJ，と。いず九にしても，経営規模の外見的大きさがそれ自体，農家の

「富裕農」性，その階層規定の指標ではないとするクリツマンの大胆な問題

提起は， レーニン『発達』以来ボノレシェヴィキ伝統の相対的農家階層区分:

農村革命の過程での階層的変動に対して与えられた「中農化Jなる規定， 20 

年代ソピ、エト農村における「中農」のみならず「富裕農Jなるものの内実を

疑問とするに充分であった。いまや，農業部面のみならず副業的「営業Jを

も視野に入れ，農民諸層の絶対的規定を明らかにすべく農民の現実の存在諸

形態を全面的に解明すべきであった。しかも，その見方は異なるにせよ，フ

リャシチョーヴァ，クパーニンの両者とも，分家の研究に際して一様に農家

外「営業」に言及せざるを得なかったほど，これら二つの現象の関連は深か

ったのである。すでに，全ロシア規模では農奴解放以後における家父長制的

大家族の分解と分家慣行の→般化とに関しでも，解放後に種々の形態をとっ
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た農家外就業の展開が，その重要な要因として指摘されていた。ヤグーシキ

ンはいう。「以前は，大ロシアの農民のもとで，不可分の息子たちの稼いだ貨

幣はすべて父親に引き渡され，彼が全家産を専制的に管理していた。この慣

習は，農民生活の経済的諸条件の変化とともに，以前は自分の家でつくられ

ていた物を貨幣で、買いとる必要の発生とともに，土地不足がひきおこした出

稼ぎ営業の展開とともに，家族の個々の成員の経済的利害と矛盾するように

なった。…・・・もしある妻帯した息子に子供がなく，あるいは少なく，他の息

子に子供が多いとすれば，前者の稼いだ貨幣の一部は後者の家族の扶養にあ

てられる。家族成員の経済的利害は分家の主要な動機である。実際，現在に

おいては，家族成員は，出稼ぎ営業で、彼が得た賃稼ぎ、の一部をしばしば自分

のためにとっておく J，と。改革後ロシア農民の「個人主義的傾向」もまた，

主と Lてこのような脈絡のなかで把えられるべきものであった。

そもそもロシアの農民の大多数は，到底，自立的な農業者ではない。それ

は，典型的には，深く農家外副業に関係する兼業農家であった。「どんな村も，

農業とならんで，さらに，家内小営業にせよ，出稼ぎにせよ，副業を営んで

いる。あるところでは，農民は故郷の山林で働き，木を切り，運び，そして

流し，あるいは石や土を掘り，あるいは彼らは紡績工，織布工であり，捺染

工，染色工であり，鍛冶屋，錠前師であり，鞍皮職人，毛皮職人であり，馬

具師，靴屋であり，帽子職人，仕立屋，ろうそく職人，ブラシ製造人，指物

師，車大工，龍製造人，陶工，聖像画家であり，あるいは，なにかある別の

手工業に従事している。他のところでは，農民は御者，あるいは水夫，大工，

鉄道労働者および工場労働者，仕立屋および靴職人，桶屋，あらゆる種類の

奉公人として，行商人，獣医として，また職業的乞食として異郷に出かける」コ

とりわけ出稼ぎの展開はめざましく，パスポート発行数でその趨勢をはかる

ならば，農奴解放以後の半位紀のあいだに 7倍以上となり， 19世紀末・ 20世

紀初頭において，欧露部分のみで600万人以上(うち農業出稼ぎは250万人〉の

農民が，なかんずく両首都を中心とする工業地帯と黒海を閤む南部辺境の農

業地帯とに賃佐幕を求めて殺到した。この数は平均す才'Lぽ農家 2-'-':-3戸に出

ち込
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稼ぎ農民 1人という驚くべき大きさである。こうした事態は. 1917年以降の

農村革命によっても根本的には解消されなかった。「農村人口過剰に関する問

題は十月革命以後も無くならなかった」ことが，このことを証明する。たん

なる土地改革では農民が自立的農業者に再生できないほど，それほど深く彼

F らは旧露資本主義の展開にまきこまれていたといえる。たしかに，革命およ

び内戦による大工業と都市経済の崩壊および混乱，農村革命による特に南部

の資本家的大農業経営の解体とし、った事情は，農家副業のあり方に甚大な影

響を与え，とくに出稼ぎとし、う形態でのそれは一時激減した。そこには，僅

かとはし、え土地を得て農民の主要な努力が農業経営に向けられたとか，農村

革命の過程での小家族化が革命前ほど農業専従者と「営業者」とへの家族成

員の人的分化を容易にしないなどの事情もあったであろう。しかし，だから

といって口 γァの農民が全体として自己の農業収入のみで家族を養える自立

的農業者に転化しえたわけで、はなかったで、あろう。副業収入は. 1925/26年

時点ですら，農家総収入の36.6%(ソ連全体の平均〕も占めているのである。

問題は農家副業の一定の形態変化にこそあったであろう。ちなみに，著者が

利用しえた農家の家計資料にもとづいて. 1923/24年における自立的農業者

とみなされうる農家(農業収入のみによって租税を含む家計費をまかなえる

もの〉の割合を試算してみると，この種の農家は，第 7表から，北部，ウラ

ル地方，中央工業地方，中央農業地方において，それぞれ. 8デシャチーナ

以上. 16デシャチーナ以上 8デシャチーナ以上. 16デシャチーナ以上の播

(1) 北部

第 7表播種商積別諸群の農家の家計・ 1923/24年

(単位 戦前金ノレーブ、ノレ〉

農家群 l 戸会T藷I~~雨天l開認可lふ白山一但)ー(c)lr間収入
0.01-2且ec. 178 788 14979.55 1289.83 26203.56 -12513.84 12402 
2.01-4 161 1025 26173.14 2531.16 35382.06 -11740.08 9268 
4.01-6 17 125 4842.59 529.48 5370.50 -1057.39 647.0 
6.01-8 3 26 958.53 148.65 1073.7 - 263.82 252 
8.01-16 10 499.46 59.4 423.411+ 16.65 112 
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(2) ウラノレ地方

農家群 | 戸 数 | 議院業純収入|事(韓と臥泊費(仰-ι(c)lr蜘収入

2 .llec.以下 345 6314.76 660 11437.1 -5782.34 7557 
2.01-4.00λec. 118 621 15696.73 1952.5 21386.6 -7642.37 8623 

4.01-6.00 100 563 20064.48 2883.3 22656.0 -5474.82 8564 

6.01-8.00 72 482 18059.77 2703 19274.6 -3917.83 5305 

8.01-16.00 64 468 24036.7 3434.7 21239.0 - 637.0 6J25 

16.00 .llec.以上 7 692.0 158.5 326.3 + 207.2 。

(3) 中央工業地方

農家群|戸数|欝l~新市町語諜司個人消費(仰但)吋営業」似
2且ec.以下 333 1711 36531.90 3839.9 76576.40 -43884.40 55931 
2.01-4.00且ec. 406 2735 82034.49 9731.7 116533.14 -44230.35 58109.8 

4.01-6.00 138 1042 41178.02 4964.5 50530.00 -14316.48 19875 

6.01-8.00 48 442 20038.54 2413.58 21672.07 -4047.11 7555 

8.01-16.00 16 152 9370.84 1087.0 7736.64 + 547.20 1269 

16.01且ec.以上 18 1001.41 72 1060.6 - 131.19 417 

(4) 中央農業地方

農 家五一|戸数[議1F純収入|習慣F1個人消費(C料-(B)吋「営業」収入

播種しないもの 4 9 4.54 305.77 - 308.68 453.7 

2且ec.以下 210 885 19231.17 2039.41 29399.96 -12208.20 19205 

2.01-4.00且ec. 415 2207 65714.03 7651.15 72723 37 -14660.49 26377.5 

4.01-6.00 349 2498 85108.33 12029.81 85127.9 -12049.38 25309.2 

6.01-8.00 164 1442 63255.93 8349.08 55009.51 - 102.66 12579 

8.01-16.00 129 1355 66834.99 9528.15 58177.47 - 870.63 11555 

16.01且ec.以上 9 134 11317.53 1419.0 8285.63 + 1612.90 1435 

資料:KpeCTb5lHCKHe 610且)!{eThl1922/23 r. H 1923/24 r. BhIll. 1 (M.パ926)，
CTp. 194， 232， 233， 287， 290， 328， 329， 383; BhIll. 2 (M.， 1927)， CTp. 
384， 422， 423， 485; BhIll. 3 (M.， 1927)， CTp. 384， 431， 432， 433， 495. 

註農業純収入とは，第5表の場合と同様に，ここでも「条件的農業純収入」を意味

ししたがって固定資本更新のための費用は控除されていなし、。また個人消費の

なかで考慮されているのは食料，衣料および若干の工業製品であって，すべての

消費物資が網羅されているわけで、はない。なお，この時期には「営業」所得に対

する課税は行なわれていなかった。

"< 

札
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第8表農家のグループ分け， 1924年

1" "，， 1ロシア 1-，，- :fm 1モスクワ|中央農|
地 域|ソ 連|共和国|北 部[工業地方|素地方|ウラル地方

被調査農家数 1 12911381 7363231 19叫 1238211 15叫 44078 

矯種しないもの 4.3 4.2 1.4 2.6 1.6 9.5 
播 1且ec.以下 13.7 15.9 25.4 21.4 11.0 16.3 

種 1.1-2 .ll.ec. 23.4 24.7 40.8 35.6 22.6 20.1 

面 2.1-3 19.6 19.7 21.3 22.4 22.4 .16.5 

積
3.1-4 13.2 13.0 7.5 10.2 17.1 12.6 

4.1-6 13.8 13.0 3.1 6.3 17.2 13.3 
別

6.1-8 5.8 5.1 0.4 1.2 5.6 6.1 
農 8.HO 2.7 2.0 0.1 0.2 1.7 2.7 
家 10. H6 2.6 1.8 0.1 0.7 2.3 

群 16江ec.以上 0.9 0.6 0.1 0.6 

3十 100 100 100 100 100 100 

資料:Hapo且HoeX0311白CTBOCOlO3a CCP B L¥Hやpax.M.. 1925， CTp. 232， 236， 

238， 240， 242. 
註:モスクワ工業地方に含まれる諸県は，第6表における中央了業地方のそれと全く

同一である。

種面積をもたなければならないが，しかし，これらの層の農家は，より悉皆

調査的性格をもっ春季抽出調査 (BeceHHeeBbI60抑 制 自 06CJIe，n:OBaHHe)の

資料によれば(第 8表)，それぞれの地方において，農家総数の0.1%，0.6%， 

0.3%， 0.1%と全くとるに足らない比重しか占めえていないと Lヴ結果すら

得られる。ここでは，チャヤーノブが，農家の経済活動の指標として，農業

経営からの収入ではなく副業収入をも含めた家族の収入合計をとるべきこと

を主張した，あの現実感覚が想起されるべきであろう。そして，このような

「農業J構造のもとでこそ，たとえ農地分割のために農業収益が低下したと

しても一一この低下こそリトシエンコをはじめ，すべての農家不分割論者の

第一の論拠であった一一，農家にとってこの事実のもつ意味が著しく減殺さ

れたことが考えられるのである。

1) <<Ha arpapHoM中pOHTe}，1928， No. 11， CTp. 16 (Ky6aHHH. YKa3. CO'l.， 

CTp. 185) 

2) TaM )j{e， CTp. 23-26. 
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3) 前節設(22)，

4) Ky6昭氏H，YKa3. co可.， crp. 27.タザツマ γは，それゆえ，

f弱体化し笈返しつつるる長築家j とみなした。被が分譲誌に対する行政的規i!ll)t<:.反

対した::1=.姿論拠はここにある。 ト、ワブ開ブスキーの「不干渉主義Jiなる批判に点j

しぺじ後は，こうした弱体な淡淡の「一体性を人為的にま1M泰守ることは根拠がな

い。なぜならば，これはその生波書苦力の発E惑をもたらぎないからであるjと応麟

した(<<HaarpapHoMゆpOHre>，1929，ちJo.8， crp.l 04)。しかしタリツマ

ンによれば，分割される幾絞め「弱体J性の5夜間は， ~;'Hこ，前述の「農家の内

的諸矛威、Jであち，こうして彼はグパーニンとともに「階級分化と

なる「理論Jを主張しえたのである。

5) く日註 arpapHOM争pOHTe>，1929， No.7， crp.99.フリヤシチョーヴアについ

ていえば.彼女はこの点で、はいわゆる「幾家j範憾の定立のために問題合回避し

たといえる。彼女は， レーニン F発途』分解論の主重要論点がよ憾の農民と下震の

それとの関係であることを鋭く見抜いていたCXplUU在日a，K Bonpocy 06 H3y'l十

日H5IpaccJlo号制克…， crp. 80)とはL、ぇ，自己の「農家j概念のなかにレ…ニン

の格対的霊長家区分な包みこんでしまった(前会事設紛，参熊〉ため，後者を根本的

に問題としそれを5'l寂する動機を失った。なお， .本稿では詳しく綴れえない問

題であるが，彼女があれほど注灯した祭実誌の家族綴撲の問題合量苦慮すれば，資本

家的，もし〈は2手資本家約大農業綴営は別としてヲ家族員 l人き怒りの議機擦にも

とづく幾家足分令原賠的に若手定しえないにもかかわらず，おそらくはレ…ぶンに

したがって(邦訳 Fレーニン余祭よ設さ3巻， 122-123ベージ)，彼女もまたそれに

対して極めて否定的であった (XplUll.佃a，fpynnbl H 川 acch!...リ CTp.59)。

しかし，セザヴァーノフですら，たんなる外見的指標にもとづいて，たとえば，

E患をもたなければ食幾， 1-2頭もちなら中農， 23頭も'0ならクヅークと?

る「地方権力機関jの評価に異議案合唱え，分家を刺激しないように幾家の家族規

模を考議するよう主張した(CeJIHB紛 OB，YKaa. CO'l.， crp. 41)。

お くH謹 arpapHOM<jJpo貯金 1929，No. 7， crp. 97. 

7) レーニン『発達3における相対的農家区分の問題にっし

ア幾重宝史研究J，1966年，第?努第8節，を参照。

訟詳言問静真 rロシ

8) レ…ニンは1921年に次のように轡いた。 f農民 F会議JJ(プロレタヲアととやプ口レ

タリア〉は，非常に多数の場合，ボ差是〈む告pe瓦H5IK)に転化し1'::'0 そのために，小

ノトブノレジョブ約 T自然発生性』が強まったJ，と (B...neHJ.!符， ncc， 

T. 43， crp. 21心。ここには，少なくともネ命後の「中燦」の階級的性格の小プ

ルヅ zプのそれとの同一視が怠る。しかし， r発達』における「中燦 (cpeぷ棋号

叩邑crh削 crBo)J とは，改卒後の「まったく新しい二つの型の農村俊民j

わち「農村ブノレジョブジーJ(この::t喜号機成宣告こそ「小フシレヅ認アジーJとさ

『

九
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および「農村ヅロレタザアートJとは異なる，いわば非改卒後裂の中伎の農民ーで

しかなかった(邦訳『レーニン:全集ji芳総3巻， 168-173ベ…ジ〉。切らかに本命

前後のレ…エン rr:t幾j概念には断絶がある〈なお，レ…エンが「経済学的な意

味での F中農 Ccpe且HeeKPをCTb琵舵TBO)~J という場合，それは学資本家的経?ぎ

をさす〔向上、第31巻， 146--147ページJ)。この阪総合終1めるひとつの方法きとコ

# グアザチヱンコが事実上従;おしてしる。彼は発漆三における燦民階燦度分が

.... 

資本家社会の滋常の階級区分と合致しないことを認めながらも， ドイツの「中農J

(cpes，Hb!政 KpeCTb服部〉に関するレーニ γの所訟を引用しつつ，本命前ロシア

の roド差是 (cpes，HeeKpeCTbHCTBO) もまたその社会的ネ;性からして小フツレジ忍

アジーに関連したJ とする (11.KOB制 b明 HKO，B. 11. JIeHMH 0 XapaKTepe 

arpapHoro CTpO百Karr滋TaJI紅CTMtleCKO員POCCMM，-…く80口POCh!MCTOpH釘J;>，

1970， No. 3， CTp. 38)。

む かつてダニー開ア氏ばぷンゲノレスの小農奴定〈前掲 rγノレタス，ェンゲノレ久農業

156ページ。邦訳 Fレーニン全祭J，第31巻， 145ベージをも参照〉を議室怒

し， rl中幾何peCTb舟IIMH-cepes，H百五日について諮る場合，次のことが考慮され

ると明快に述べた。すなわもそわその淡業経営が f家族だけの労力で

搾敢なしに)， そしてそれに緩する生産諸手段によって後まれること， その生産

物がこの家族の会成員に特定のゑ務絞低限安保5更することJ，と (8. JJ.設HMJIOB，

Ox設paKTepeCOl¥MaJIb討。-9KO日OMI刊 eC!{f!XOTHOIl1号波持品 COBeTCKoroKpecTb-

HHCTB詰瓦o KOJIJIeKTHBH3atnm CξJIbC!WrO X03見詰CTBa，一一<l1cTopMH co-

誌記TCKoro KP巴CTh琵災CTBa H !WJIX03HOro CTpO議Te"%CT日aB CCCP> ， ム，1.，

1963， CTp.55)。民のこの rrや農J規定は周期的であった。なぜならば，こ

定は，同じく氏の費というより今尽の多くのソ巡史家の〈だけでなく，カーチら

西窓えの研究者のtr.論の滋黙の荷提とも共通する〉次のような見解の鰐題役さと浮き

ぼりにするからである(が乏いえ議者は，以下の氏の見解のソ

して羽子定するものでない〉。氏』品、う。「農民的小経営

の生産諸関係は，街ぷ生産のもとでは，ブノレジ忍ア告さ諮関係の制度に関巡し，後

立野のひとつの変後をなす。それらは，より王様には，小ブルジョア的務関係と規

定することができ切るであろう。集団化前のソど品ト農村における佐渡誇関係〔わ

れわれは，なによりもまず，中差是〔む句匂H5IK] を考慮している〉もまた向擦に，

その倣終を小ブルジョア的なものと認あなければならな~'J，と (TaM )/{e， CTp. 

56)。しかしここでiま生証明ざれるべき警察摘がすでに前録されてしまっている。

すなわち，ソビエト初期の農民のた会的撚絡の検討が f農村にお汁るiEil主務関係j

の解明に滋元されうるのかどうか，また， 20年代ソビエト幾村の「中心人物Jが

;決して氏の明確な規定における f中農Jであったのかどうか，という之とこそ務

実在潔から独自に研
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究されてこなかった農民出稼ぎ、の問題を先駆的に研究した(8.n証H邸側， Kpec-

TblIHCf仮設 OTXO)l na npo長lblCJlhl院 1920-x ro旦ax，一一一くI1cTOpH'IeCKHe

aanぉCK託>， T. 94 (1974))。これはj二記の問惑の蒋倹言すという意味で，またこ

の問題の務関?こ不可欠の農家家計資料を利用しているという怒味で，緩めて重擦

な研究でおったが，芳子のニュア γスの液化にもかかわらず¥次のような結論に

とどまった。r:とはいう o r農家における出稼ぎ者の滋室長は，築技の消費の満足を % 

志向しき家族協殺に依拠、ずる，かなり現物的，消費的な小路品緩営としてのその

く農家の一一号IYねお〉本質が根本的に変化した}ことをいまだ:意味していなかった。

幾家総収入に対ずる出稼ぎ「畿の寄与は水質的裕光の役割j従来したがーしかし!対稼

して，その(幾家のー引用者〉収入のヰ主役

会事をえなかったJ.と (T珪MlKe， CTp. 116-117)。しかし，何が f本質jで、あや，

「現象」でiÎ'>~ のか。この点の判断は，廷が提出した厳絡な rlヱ打差是J 規定の適用

可能俊如何にかかっているはずである。そしてこのためには出稼ぎだけでなく農

家副幾余体を考!援に入れなければならなし、ぞれを氏はし、まだ行なっていない。

10) E.. 5l'KylliKHH， OOhl'll!Oe np8Bo，郎氏 n，5l'POCJl8BJlb， 1896， CTp. XXI-XXII. 

ヤターシキンが述べた分家俄行とその経済的諸事警箆との鵠係は，

してしまうと逆転してあらわれるように怒われる。イヴァノグォ・ヴォズネセン

スク尽の農村通信員は述べている。「核家族 (0且l!OC記長党総bI合)lBOpbl)で、はすべ

てが宛念に共肉の釜に入るが，複合家族 (Mlloroc側昔話HbTe)lBOphl)ではどんな

場合でも小部分が穏され，貯えられる。その絞拠は， もちろん，分家であるJ，

Jこ(Kyo設時HH，YK83. CO'oI.. CTp. 58)0 

11) A. Thun， Landwirtschaft und Gewerbe in Mittelrussland， Leipzig， 1880， S. 175. 

12) 凡 MH廷双， Tpy且OBblepecypchl CCCp， M.， 1975， CTp. 118. 

13) 3間 HKJlOne)(H'IeCI俗語右足OB沖b.PyCCKll註 6婦淵orp8今日'1eCKH註問CT廷TyT

rpaHaT， T. XXX霊， 113且・ 7-e，CTp・555-556

14) ジャシチェンコ『農業経済学三〈蕊弁武夫訳)，上巻， 490ベージ。

15) たとえば， I日夕ウザーダ線メザトポリ地方に践する研究によると， 1912年?と農家

総数の13.8%を占めていた矯縫面積25デシャチ…ナ以上の，したがって半資本家

的および資本家的な大経営〈総機種面積の半分を数点〉は，主義滅的な打撃をうけた

，1926年時点になっても幾君主総数の1.2%をなすにすぎなかった(A.ApHH日

目立p.，Cou路801fbHO-3KOHOM倒的KHe113MeneHlllI B )(色P拍諸君， M.， 1939， CTp. 

21， 107)0 

16) ミンツの計算によれば， 1923年において出稼ぎ農民総数は，ザカアカース合除く

ソ逮全体でも167万人， うまう農業出稼ぎ、は22万人で、あった。 とりわけ後者の減少

が顕著であるくM間l.I.， YKa3. CO可.， CTp. 147， 162)。

17) ブリャシヂ貌…ヴアは，農家 1戸当り{動f!!手数の減少〈金ソ 1917与の

、守
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1.5人から1920年には1.3人， 1921年には1.2人〉に関する資料を引用しつつ述べ

た。「こうした事情のもとで出稼ぎ営業者を出せたのは，働き手2人，大家族で

3人の農家だけである。働き手 1人の農業経営は彼を営業に出すことはできなか

った。 1920年において働き手3人の農家はたった 8.9%，働き手2人のそれは20

%であったJ，と (A.Xp51山eBa，PaCCJIOeHlle Kpf'CTb5lHCTBa B yCJIOBH5IX 

H90'a，一一.z::C01¥HaJIHCTH'!eCKOeX0351HCTBO>， 1924， KH. II， CTp. 53)。

18) ロシア共和国の消費地域では54.8%，同生産地域では38.8%である (且aHHJIOB，

KpeCTb5lHCKHH OTXO且…， CTp. 99-100)。

19) フリャシチョーヴァのいう「兼業農家 (llpOMbICJIOBbleX03.)Jとは，自己の家

族内に「営業者」がいる農家 (X03.C IlpOMbIIIIJIeHHHKOM [aMHJ)の意である

が，この場合の「営業者」は，註(17)の彼女の言葉から明らかなように， r営業」

専従者的色彩の極めて濃いもので、あった。このことは

「営業状態 (r何I口IP卯OMb副，ICJ且IOBOCTb心〕別諸群の指襟としてで'~営ま業者数を採るのは，標識の

この表現が最も客観的であり，グループ分けに主観的判断が入りこむことを免れ

させると思われるからであるJ(Xp5lIIIeBa， KpeCTb5lHCKOe X0351白CTBO…，可.

II， CTp. 21)ーーからも推則できる o しかし， こうした方法は， とりわけ20年

代初期における副業の一定の形態変化を充分に捕捉させえなかったであろう。し

たがって，たとえば彼女は1925年における兼業農家率を消費諸県で48.2%，生産

諸県で29.5%，ヴオノレガ流域で25.3%とするが (Xp51凹!eBa，fpyllllbI H KJIaC-

CbI・...， 113，n:. 2-e， CTp. 35)，これらの数値は現実を過小評価しているように思わ

れる。のちに (1928年〉ネムチーノフは，円筒発的農家外就業 CCJIy可aHHble3aH5I-

TH5I BHe CBoero ceJI. X03.)Jについて， それが以前には調査票に記入されて

いなかったことを示唆している (B.HeM可聞OB，YKa3. CO'l.， T. 1， CTp. 88)。

しかし，彼すら， r現在，きわめて著しい副業的諮職業の展開のために， r営業状

態』の最下限を確定しなければならないJとしたのである (TaM)!{e， CTp. 93)。

とはいえフリャシチョーヴァの資料からも，ネップ期の「営業」の急束な回復は

明らかであった。彼女のいう「兼業農家」率と農民中の「営業者」の割合は，

1922-25年において， それぞれ， 14%から42%へ， 11%から33%へと増加した

(Xp5lIIIeBa， fpynllbI H KJIaCCbI….， 113且. 2-e， CTp. 54)。

20) これはあくまで試算である。筆者は 1924/25年以降の家計資料を利用しえなかっ

たし， 1923/24年についても，これら 4地方以外は資料が刊行されなかった (CM.

E. MaIIIHX即日 ，n:p.， CTaTHCTH'IeCKHe lly6JIHKa1¥HH B CCCP， M.， 1975， 

CTp. 75)こともあって検討できなかった。なお， 1922/23年の資料を用いなかっ

たのは， 2年続きの豊作の年であった 1923/24年のほうが復興しつつある農家経

済の状態を正常に把握させうるじ，また 1923/24年における貨幣形態での納税の

開始にみられるごとく戦時共産主義期の現物経済的擬制の解消が進んだと思われ
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るからである。

21) チャヤーノブ。前掲議， 71， 73ベ…ジ。

〔六J，20年代末ソ壌の急テンポの工業化は，こうした農村社会に対し，強

力な影響を与えざるを得なかったで、あろう。差是村革命後一時激減した農民の

出稼ぎは，ソ連全体で1927/28年には396万人， 1928/29年には434万人を数え

た。局部的には，労働力移動が永久的性格を帯びはじめ，ネップ初期に増加

した季節的出稼ぎが減少するという事態すら見られる o兼業農家率は，おそ

らく最も な評織と思われるが， 1929年時点において，北カフカ…ス，

ウクライナ，シベ Y7のような穀倉地帯でも総-50%，中央工業地帯から北

潤部にかけては70-80%にも達し，その多くが労働力販究裂の

ていた〈第 9表参照〉。こうしたことからすれば、， 1927年末以降のかの穀物翻

しても，進行しつつある工業住との関連

その発生のひとつの翠袈な前提となったことは容易に推察されうる G すなわ

ちこの危機は，農民が調迷諸機関tこ対する穀物の引き渡しをその低調達価格

のゆえに控えたことから生じたというばかりではなく，むしろこの売り

自体会可能とした農家の現金所得の一定の増加に対し穀業の朕聞が大さ

く寄与した之いう;判?をこそ議要である。し、し、かえれば，農村革命後，地主観

藻絶のもとて、全遣部に開花しようとする農民の小商品生産者的側面は，しか

し逆に，披らの種々の形態での覇業的「営業J， く労働力販売翠のそ

れの展開によって支えられているのである。しかし，こうし とくに

l:H綾ぎの;誘発化は，農業生室長に対し極めて夜定的な影響を与えざる

ったであろうし， ソビエト権力による強観的穀物徴発の再顕も多農民の農業

増進に対する刺激をいよいよ減じ，播種面積と収量の実際の減少す

ることによって，農業の停滞および謀議の発展というこの譲向をいっそう強

めただけであった。分家についていえば，すでに触れたようにく(3第参照〉

1927年以降増勢に転ζたが，これは前述の1928年の農業説賦課方式の変更と

いう攻、?警のみならず，この段階での工業化の進展およびそれに伴う労働力移

欝の強化，農外就業機会の増大町一ーこれらの識要因の分家活発イ泊二対する意

娘、4

¥、品



A 
~ 

~宅タ

1920年代ソビ、エト農付社会のー特質について 松井 335 (995) 

第 9表農民の農家外就業， 1927-29年

被 農 家 の Z 

調査農家
農も家つ外も職の業を 労働者を出すもの 所商工有業す企る業ものを

地 域 名

戸

主士 1927年[1929年1町年[1929年

レニングラート地方 18902 74.7 76.7 33.9 44.1 10.2 19.2 2.7 3.2 
西 部 31442 56.6 63.9 31.6 48.2 13.6 21.9 1.4 1.5 
モスクワ地 方 31469 67.9 74.3 33.8 46.5 7.1 14.6 2.1 2.9 
イヴアノヴォ工業地方 23063 75.3 77.1 44..2 47.2 12.9 16.6 2.3 2.7 
タターノレ共和国 13571 42.6 55.8 20.7 34.5 7.6 15.8 1.8 1.6 
ヴォノレガ中流地方 23977 59.0 59.3 26.3 31.9 15.3 17.1 2.1 2.2 
中央黒土地方 51055 37.8 45.8 26.8 32.9 15.5 18.8 3.0 2.7 
ヴォノレカ下流地方 23041 39.0 42.3 23.7 24.8 15.5 14.5 2.2 1.4 
;1七カ フカース 27263 39.6 42.3 23.4 28.8 22.8 21.0 2.1 2.5 
シ J、e、 リ ア 26562 46.5 56.5 37.7 36.9 30.6 30.3 4.2 4.1 
ウ ク ブ イ ナ 64065 39.3 48.1 38.6 43.1 29.1 31.3 2.4 2.5 
J、e、 ロ p シ ア 21289 53.6 63.7 36.9 46.7 20.2 27.2 0.9 1.3 
トノレクメン共和国 3223 43.6 52.5 30.2 39.5 22.1 30.1 2.4 2.4 

資和い C.I¥8Unl8 CeJlbCKOM X0351HCT8e CCCP M巴)j{且yXV u XVI rrapTHHHbIMU 
Cbe3.1¥aMU. 113.1¥. 2-e. M.一九， 1931， CTp.80-81 

註:この資料は，分家，離村等の「社会・有機的」諸変化を蒙むらなかった農家に

関するもの‘である。

義については既にみた通りであるーーとも関連していると思われ，この意味

でそれもまた「急激な工業化と農業の衰退」を結ぶひとつの環たりえた。 20

年代末ソ連の工業化が最大限の穀物等の調達および備蓄を要求しつつ衝突し

たのは，一握りの投機者，rクラーク」の叛乱などでは決してなく，基本的に

は，急テンポの工業化それ自体がその停滞を余儀なくするところの以上の旧
8) 

ロシアおよび初期ソビエトの「農業」構造そのものだったのではなかろうか。

とすれば，他面で，穀物調達の危機以降激化する政府と農民との対立が，た

んに労農同盟の危機というにとどまらず，それが多くの労働者と農民の自然

発生的一体性に対する権力の対抗と L、う側面をも不可避としたことが考えら
9) 

れる。「わが国の旧知の半農民 半労働者」は1920年代末にあっても現実であ

ってJ日29年段階で工業労働者総数の3切 か ら40%が農村出身者であり(石
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治 e石炭E設業では58=-63克).その阻倒的多数〈平均70-76%)は沼会に土地

をもち，それを用益していた。それゆえ，農民の自発的コルホーズ形成の域

を惑かに越えた農村における築団化の強行は，開時に労働者に対しても

的影響さと与えたのであって，疲らが大設として帰郷するせよ，あるい

から新たに都市，工場に出た〈もしくは出された〉者が戦場践の「放淡 町、

(6po)lm削減税CTBO)J を繰りかえずせよ，いずれにしてもすこぶる p シア農

Eミi約な諸形織でソピニL トの工業化に抵抗することとなったのである。

しつつあった土地細分化についていえば，農業袋詰伝は，第ーに，

本耕地部分についてそれを麗絶した。しかもそれ拭全的な権力的強行として

ではなく，すでに見たネップ初議土地法におけるひとつの独自の細分化抑制

すなわち農家の家族的所有の強化による分家の間接的規鱗と馬畿にもこ

こにおいてもソピュト政権は，客観的に，農民的憤狩の諸{J¥lj簡の意識的対立

イじによってそれを果すことができたように患われる。少くと{，そのような構

想は実在した。 1928年12月の f土地利用・土地整壊一般族長IjJは，農家分裂

に対する行政的規制と他出者vこ対する制設的補償の強化を確認、したものであ

ったが([3 J郊参照)，同時にそれは，農家に対する農村共詩体の統制と後者

に対する霞家機関の統鰐とを強めるものでもあった。すなわち，共i湾体(3e-

MεJlbHOe o6mecTBo) は「それにお人した農家に対し土地および経営

親員立を確定し.;その成長の土地利用に対いずる藍餐な実施」すること，それは

また「それに対し与えられた土地の正常かつ合目的的科患について悶家に対 、
し受託を負うJことが定められく第47条)，さらに，村ソビエトは，共詩体の

土地利用上の緒子高惑に資任を負わされ，共詩体の決定者ど廃止する権限すら賦

与された〈第51条〉。このことの意味は，農地分懇のま定制，さらには廃絶とい

う点に闘しても援要である。すでにドヮブロフス~ーは述べていた。分家の

としての「土地不足をたんに緩和し a これ以上のその激化を遅らせるだ

けJでは不充分であるJわが閣における土地不足はあまりにも著しし、から，

土地の集積こそわれわれには必要であるjが，この後者はソピエ弘トの籍条件

のもとでは f農家間の土地の兼併によってのみ，まさに議持組合的方法，
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地共洞利用組合 (3eMe.nbHbJe TOBapHlueCTBa) の形成によってのみ行なわれ

うる」。そしてこの場合，r共同体を利用することは無条件に必要であるj，と。

もちろん， ドヮブロフスキーにあっても「土地共同利用組合」は農業経営の

完全な集団化の前提にすぎないし，またボノレシェヴィキの共同体それ自身に

対する評価も20年代末期には次第に否定的になってゆくから，共同体そのも

のを利用した細分化排除の最終的実現とし、う方策が意識的に追求されつづけ

たとはいえないであろう。しかし，農地細分化の進行に端的に表現されるよ

うな初期ソビエト農業の状況のもとで，大規模な集団的農業生産の「新しい

物質的，技術的土台をつくりあげるという課題は，このとき(集団化直前期

一一引用者〉までにはいまだ解決されていなかった」以上，新たに形成され

るものとされたなんらかの集団的経営体は，さしあたりは，旧い農業生産力

に適合的な旧来の共同体に他ならないのであって，したがって，r土地利用の

中心j，すなわち;農業経営の中心を，これまでの個々の農家から「新たな農業

共同体 (HOBoe3eMe.nbHOe C.-X. 06凹 eCTBO)jなるものに移すことにより農地

分割を廃絶しようとする試み，は，事・実上，農家分与地の仕切りを撤廃して

在来の共同体を生産の機構として利用する解決法といえた。第二に，土地細

分化の廃絶はまた農家付属地(ycam6HbIE3EMm〉)においてもほぼ基本的に確

定した。それはしかしコルホーズが農家に対し付属地[rrpHyca.n.e6Hble3eMJiH J 

として特定面積の小地片を割りあてたという制度によるものではなし、。 1922

年の土地法典(第127条〉も，付属地は全農家にとって同一であるべきことを

定めていた。問題は，コルホーズ農家自体において，もはや以前のようには

分家が志向されなくなった点にある。農家成員は，農外への労働力移動の強

化，農家数とその平均的大きさの減少といった状況のなかで，農家の分割で

はなく，むしろ彼らの財産持分の分離 (BbI.n.e.n)のみを要求するようになっ

た。こうして分家は，rソ連において，集団化への大量的移行とともに，ある

程度，たんに歴史的な関心しかもたなし、」ものとなり，ロシア農業積年の後

進性のー象徴たる農家細分化は終止符を打たれた。

しかしこのような経済的進歩は多数の農民の強い抵抗に遭遇したことであ
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ろう。分家という限られた一事象からではあっても，ソビエトで現実経強行

された農業集団化に対して，農民が自己の志向にそぐわぬものを見出したこ

とは想像に難くなし、。第一に，1分割された農家は集団化に最も近づきにくし、」

という事実があった。分家直後の農家は，全体として，あたかも堰を切った

かのごとく，極めて旺盛な経済活動を展開した。そのー表現が農業経営の急

速な拡張である(前掲第 4表，参照λもちろんそれは，クリツマンがし、うよ

うに「所有者本能の爆発」と一義的に規定できるようなものではない。それ

は農家内外の種々の労働分野での「自己搾取 (caM09Kcn~yaTaUHH)J の著し

い強化の結果なのであり，したがって，しばしば「賃労働者本能の爆発」で

もあるのであって，このことは，経営拡張努力の強さが，なによりも農業生

産の諸条件のより劣悪な「分家Jvこおいてより顕著であることからも推定さ

れうる。とはいえ，そのように両義的なものとして，r私経営的積極性の急激

な高揚」は，たしかに分家直後の農家に特徴的なー現象であった。この志向

は，それ自体として，社会化経営への志向とは対立した。この点に関する農

業人民委員部のァ γヶート調査に対するトヴェーリ県土地管理局の回答はい

う。「分家はその大部分が家族喧嘩によって，他出する農家の本家 (OCHOBHO員

.lI.BOp)の者との折合いの悪さによって生ずる以上，土地慣行は，分家により

零細化した農家がコルホーズに合同された例をあまり知らなし、。したがって，

これらの農家がコルホーズに組織される可能性ありとする根拠をわれわれは

省

、・9

もたないが，というのも，かかる心理からして，これらの農家は貧困とはい ) 

えなおも自分の家で生活したがるからであるJ，と。それゆえ，分割された農

家がもし集団的経営形態への接近を志向するとすれば，現実のコルホーズの

諸問題を度外視するとして，それは分家に賭けた農民の直接的願望，すなわ

ち家産の利用および労働収益の分配における不公正の除去の要求がある程度

相対化され，彼らの半農民的，半「営業者」的状態のもとでは，経営と生活

の根本的改善が大量として不可能であることも了解されるだけの時間的経過

が必要ということであろう。しかし，第二に，多くの農民にとって新たな経

、営増進の可能性を生み出したように思われたで‘あろう農村革命から，現実に
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エトの客観的諸条件のもとでで、は，このような社会的志向を農民のあいだに一

般的に定着させるには余りにも短かかったともいえよう。ウラヂーミノレ県土

地管理局は，前記の調査に対し，同県の「コルホーズでは平均的家族構成は

4.5ないし 5人(回OK)である。農家 1戸の平均的耕地保有は4.51;Cl、し5.9

ヘクターノレ 1人当り平均で耕地 1ヘクターノレで、ある。したがってコルホー

ズに合同されているのは中位の家族の農家であ」ると回答したが，このこと

は，分家との関係では，少くとも20年代末において，集団農場を志向する程

度が，分家直後の小農家に多い若い農民よりも，分家後ある程度時聞を経た

中年の戸主においてより強かったことを示唆するものであろうか。いずれに

しても，コルホーズに加入した農家の割合は， 1927ー 29年の期間において，

分割されなかった農家に関しでも， 0.5% (タタール共和国〉から5.7%(北

カフカース〉であったにすぎない。こうして農民は全体として集団化過程に

おいて農業経営の全般的社会化の方向とは性質を異にする自己の志向の存在

を主張することとなった。他方，農業機械化の理念およびその急速な政策的

遂行と関連して，コルホーズは，その労働の単位を旧来の共同体のように個

々の農家に置かず¥コルホーズを構成する個々の農民とした。それは革命初

期の(農民〉家族なる「ブノレジョア的」制度に対する敵視の部分的再現を併

うもので、もあった:それは農民の一般的志向からすれば，その個別労働者的

側面を極点にまで高めた極めて抽象的な労働の原理で、あったのであろう。逆

に農民は集団化のなかでコルホーズ農家の公的承認を執擁に求めた。そして

それは1935年にようやく獲得される。こうして，農家付属地におけるいわゆ

る個人副業経営とコルホーズ外でのコルホーズ農家成員の賃仕事とが権利と

して承認されたといえる。ロシア農民の「個人主義的傾向」は，それとして，

もはやいかなる方法によっても否定しえないソビ、エト農村社会のひとつの構

成部分としての実を示した。

1) 且aHH~OB ， KpeCTbHHCKH品OTXO江..". CTp. 110なお，これらの数字は郷内出稼

ぎ(したがって通勤型のもの〉を含む。これ以前は郷外に働きに出た者のみ出稼
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ぎ者とされた。 1926/27年にはソ連全体で315万人の農民が出稼者とみなされ(TaM

)!(e， CTp. 80)，したがって統計上では1927/28年に約80万人の増加があったこと

になるが，夕、ニーロフ氏の見解では，この増加分の約半数が統計観察対象の拡大

による。農業出稼ぎの前年比50%以上の増加も同じ理由によるところ大であった

(TaM )Ke， CTp. 109， 110)。なお，革命前，とくに1890年代以降の統計調査におい

ては，通常唱郡外への出稼ぎのみが考慮された (3.H H. CBaBHL{KHe， 3eMcKHe 

rrO)(BOpHble rreperrHcH. l880-1913， M.， 1926， cTp.50)。

2) KylIlHep， YKa3. COlJ.， CTp. 129.この村の場合はト‘ンパスへの定住で、ある。

3) 原資料でなされている階層区分は，その信窓性の低さ(本文[4J節註(37)の箇所

を参照)のために引用しなかった。なお，第9表の数債を最小限のものと考える

のは，第一に前節註(1のにおけるネムチーノフの言明のためであり，第二に引用

された数値はただ分家，離村等を行なわなかった農家 (coxpaHHBlIJHeC5I X03.) 

にのみ関するもので、あって，この種の農家は分割された農家ほど「営業」が展開

していないためで、ある (Xp5llL{巴Ba，KpeCTb5lHCKOe X0351HCTBO....，可.Il， CTp. 

62-63 ; Ky6aHHH， YKa3. CO可.， CTp. 82-84)。ダ、ニーロフ氏は，非農業的労働

者を出す農家(労働者を出す農家全般の%から農業労働者を出すそれの%を減じ

たもの〉についてのみ， この統計を引用している(且aHHJJOB，KpeCTb5lHCKH品

OTXO)(...， CTp. 112)。

4) Carr and Davies， op. cit.， vol. 1~ 1 pp. 44-45. なお，この点はすでに危機

発生当時において，その「主観的J(政策的〉諸要因を強調する党内右派によって

特に指摘された(渓内，前掲書，第一部， 360， 371， 378ベージ，を参!照〉。

5) 出稼ぎが「とくに発展した地方で、は農業生産全般が茨退した」という(且aHHJJOB.

KpeCTb5lHCKHH OTXO且...， CTp. 104-105)。

6) 主要穀物(ライ麦と小麦〉の播種面積および収量は， 1925年を100とする指数で

1927年にはそれぞれ109.1および105.0に増加していたが， 1928年には97.6および

94.8， 1929年には101.9および90.1と，減少もしくは停滞傾向に転じた (Volin， 

op. cit.， p. 187)。

7) 革命前後のロシアのそれぞれ異なった時期について.二人の著名な理論家が同様

にこの関連に注目した。 1913年にスクヴオノレツオフ・スチェパーノフは国内にお

ける独占体の価格政策について「農村の急速なプロレタリア化および窮乏化の比

類なきメカニズムとなっている階級構造が，相対的におくれている国における高

いカノレテノレ利潤の支柱をなしている」と述べ，rこのような状況においては工業の

急速な発展と農民経済の全般的な退化(perpecc)とは並行しうる」と論じた(日

南田静真「スチェパーノフ『帝国主義論』にっし、て」一一北海道大学『経済学研

究J]，第23巻，第 1号 [1973年J，108-109ベージ)0 1928年にはブハーリンが， r工
業の急激な成長のもとで，人口の著しい増加のもとで，さらにかかる人口の欲求

A、v

‘更、，
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の媛大のもとで，閣内の穀物幾は増加してないのである」と当時のソピエト

に対する務状分折々治した(邦訳 Fブハーザン簿作選~，議;2 巻， 73ページ〕。

お 矢吹苦手氏は，中額における幾業集団化の客鋭的条件につい吃，1学総民地中慰の幾

民は余地改革にもかかわらずエンゲノレスのLイ小差是に怠えなりえず¥自らさど億人

農としてではなく集団として解放するほかなかったJとしづ見解を述べておられ

るが，この限りでは，ソ速の場合も基本的にはi言j，擦でなかったかと筆おは当考える

〈間氏訳， r毛沢東・政治経済学芸ど語るふ 50--51ペ…ジ〉。

のん 4a5lHOB，0 立Hや句eHLtl1aL(HHKpeCTb間 亡KoroX0351設CTBa，…ー〈口yTH

立巴J1bCKOrOX0351首CTBa>き 1927， No. 5， CTp. 113. 

10) とはし、ぇ，ソどコふトの労働組合が，幾村から抑し1:I:iされてきた失議滋に対し極め

て;斜炎であったこと れるべぎことである (Carr，op.cit.， pp. 365… 367)。

11) 且aH詫J10B，KpecTblulCKH説。T文OJl.…， CTp. 115-116.ダニー口ブ氏t品、う o rこ
れはもはや幾民の工芸長への出稼ぎではなく，むしろ労働者の護霊祭への独特の出稼

農民的過去への一時的思僚で、あるJ，と (T閥次ε，CTp. 116)。

12) シュワノレツ fソJをの労働階級及び労織政策J(松井七郎訳)，上巻， 20-25， 60， 

77， 114， 129-130ベージ，を参照。

13) C. 3.， 1928， No. 69， CT. 642.これらの筑波は，その窓法精神において， 1880 

可t代のツアー守政府の分淡規制策，すなわ雪;"分家の災施?こ際し戸主と:j:~肉体集

会 (cxon)0).3分の 2の用意を毅務づけた1886'与の法，さらに地主のなかから任

命された治方司政'g (3eMcK総 出鴨耳bHHK) のi得意を義務づけた1889年の法

〈ドワプ開フスキ…， frJ掲努， 50-51ページ，会参照〕に通ずる。

14) .ll:y6pOBC!{HH， Y!(誼3.CO仏‘ CTp.45. 

15) 渓内， frJ揚言書，務一部， 673-678ページ。

16) B. .ll:aHHJlOB， MaT告PH呂JlbHO-reXHH可芭む起草耳 6a3a CeJlbC張。ro X03耳金CTBa

CCCP HaKaHyHe CITJlOUIHO詰 KOJlJIをKTH日日3aL(HH，-<BorrpocbI Hcrop廷認)>，

1956， No. 7， crp. 17. 

17) ミジューチンの構惣o <Ha arpapHoM特OHT号>， 1926， No. 11-12， crp. 139 

-140. 

18) 1920年代においても付属地の分割についての設及がみられる伝説.n"'10T目減KOB，

Y芯a3‘ CO児， crp. 5; (C告J1bCKO-X0351晶CT諸官HHa完耳¥H3Hb>， 1927， No. 40， 

crp. 19)。タンボフ県r'，fィリャ…チノ;村の記述によればき農家付潟地は，イ也の共

同体地のように製替が行われることはなかったが，分家に際じて分製され，その

ため付属地の大きさは幾家ごとでまちまちであった CKyUIHep，YKa3. CO弘， CTp. 

28)。とはいえ，こうした付属地分割が行われたのは，この村の場合，人家の後終

がそれほど激しくなかった1880年代まで〈この燦，分家が頻繁となった〉だった

ょうで、ある (Ta滋 iKe，crp. 46)0 1720-50年代々スグワ燃の 2つの修道



342 (1002) 経済学研究第26巻 第4号

院領における割替の研究によれば， iあらゆる種類の付属地(麻畑，野菜畑唱宅

地等を含む一引用者〉が割替に従った」とされるが，こうした叙述は，時代の

古さよりもむしろこの研究者による割替と分家の概念的混同によるところが大き

いであろう。とはし、ぇ，これは，割替とされるものの重要部分が現実には分家で

あることを示唆するものとして興味深い(凡 B且OBHHa.3eMeJIbHble rrepe且叩bl

B KpeCTb51HCKO白 06ll¥HHeB 20-50-e ro且blXVIIIBeKa，一一<:I1CTOpH51 、
CCCP:> ， 1973， No. 4， CTp. 150-152)。

19) Shinn， op. cit.， p. 618 

20) 3HUHKJIurre且H可eCKHHCJIOBapb. PyCCKH首 6H6JIHOrpa中日可eCKHHHHCTHTyT 

fpaHaT， T. XXXV， CTp. 472. 

21) <:Ha arpapHoMφpOHTe:>， 1929， No. 7， CTp. 100 

22) TaM lKe ; Ky6aHHH， YKa3. COq.， CTp. 29 

23) このことはまた，分家を要求する家族成員が，主として， i営業」に従事する，

あるいはその機会の多い年少者であったこととも関係しよう。ノヴゴロト県の農

村通信員によれば， i分家は経済的問題についての争いと侮辱された腹立たしさ

(rおれはもっと沢山働いている~)のために生ず、る。父親のいるところでは長兄の，

いないところでは末弟の要求によることがしばしばであるJ(Ky6aHHH， YKa3. 

CO可.， CTp. 73)。

24) Ky6aHHH YKa3. CO可.， CTp. 28. 

25) TaM lKe， ，CTp. 106. 
26) 当時の農家の平均的存続年数は，年々の分害Ij率から推定して， 14-22年といわれ

Tこ (CeJIHBaHOB，YKa3. COL{.， CTp. 37)。

27) Ky6aHHH， YKa3. CO可.， CTp. 105. 

28) C且BHrHB CeJIbCKOM X0351首CTBeCCCP....， CTp. 68-69.この資料で採用さ

れている階層区分のもとでは，皮肉なことに「小資本家経営」なる最上層におい

て最大のコルホーズ加入率を示している地方(タタール共和国，ヴォノレガ中流地

方〉すら生まれた。

29) L. Volin，‘The Peasant Household under the Mir and Kolkhoz in Modern 

Russian History，'一一 C.Ware (ed.)， The CuItural Approach to History， 

N. Y.， 1940， p. 133. 
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